
仕様書 

１ 工事概要 

（１）工事名  釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事 

（２）工事場所 北海道釧路市柏木町２－１２ 

（３）履行期限  契約の日から７日以内に着工し、平成３０年３月１５日まで 
（４）詳細仕様  設計図のとおり 

 

２ 一般事項 

 （１）本工事に係る契約は、別途締結する契約条項によるほか、法令の定めるところに

よる。 

 （２）請負者は、着工前に実施工程を作成し、監督職員に提出のうえ、その承諾を受け

た後で施工する。 

 （３）本工事は、設計図書により監督職員の指示に基づき厳正に施工する。なお、設計

図書に明示されていない事項でも、工事の性質上当然必要なものは監督職員の指示

に従い施工する。 

 （４）設計図書の誤謬・疑問のある場合、または明記がないなど工事詳細の不明な点は、   

協議のうえ施工することとし、独自の判断で施工してはならない。 

 （５）別途指示する書類等については、速やかに提出すること。 

（６）工事施工に必要な官公署その他に対する諸手続は、遅滞なく行うこととし、かか

る費用は請負者の負担とする。 

 （７）請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機

能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。（契約書第６条関係）やむを得ず再委託する場合には、事前に監督職員に協議

し、その承認を受けなければならない。 

    また、再受託者の行為について、受注者はすべての責任を負うものとし、本工事

の契約を準用して再受託者と約定しなければならない。 

    なお、再委託に係る協議をする場合には、「委託する相手方の商号又は名称及び

住所」「委託する相手方の業務の範囲」「委託を行う合理的理由」「委託する相手

方が、委託される業務を履行する能力」「契約金額」を記載した書面を提出するも

のとし、必要に応じて求められる事項についても明らかにすること。 

（８）工事に伴う発生材（有価物を除く）は直ちに場外へ搬出し、一時集積の場合は監

督員と打ち合わせしたうえで置き場所を定め、飛散しないよう十分管理すること。 

 （９）資材置き場については、監督職員と打ち合わせのうえ場所を定めること。 

 （10）請負人の事務所等仮設物の設置は設計図のとおり。 



 （11）工事写真は、時期を失しないよう、かつ施工内容が明確に確認できるよう考慮の

うえ、工程に従って撮影し、竣工後提出すること。 

 （12）本工事は工事監理業務を別途委託しており、工程や作業手順について、監理業者

との連絡・調整を密に行うこと。また、毎月１回、現地において工程会議を開催し、

進捗状況の報告を受けるものとする。 

 

３ 提出書類 

（１）契約書・・・落札後すみやかに 

（２）工事工程表・・・着工前 

（３）労災保険関係成立の証・・・落札後すみやかに 

（４）工事着手および現場代理人届・・・着工後速やかに 

（５）工事写真・・・工事完了後速やかに 

（６）工事完了届・・・工事完了後速やかに 

（７）完成図書・・・完成検査時 

※落札価格によっては、工事の履行能力等の確認に必要な書類を提出しなければならな

い場合があること。 

 

４ 入札、仕様書、設計図に関する問い合わせ先 

  北海道労働局総務部総務課会計第四係 担当：小田切・村田 ℡011-700-5451（直通） 

 

 



北海道労働局総務部

釧路労働基準監督署

耐震改修１７（建築その他）工事

平成２９年度



北海道労働局総務部



北海道労働局総務部



・

・

北海道労働局総務部



北海道労働局総務部



隣
地

境
界

線
　

2
4
,
6
3
0

道路境界線　18,1
80

道路境界線　18,
180

道路境界線　38,
540

隣地境界線　44,030

隣
地
境
界
線
　
56
,3
60

車庫

22,23015,3006,500

7,2008,100

5
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

3
,
1
4
0

2
,
8
6
0

3
,
0
4
0

2
,
9
6
0

釧路市柏木町２－１２

釧路市柏木町２－１２

道
路
幅
員
　
18,000ｍ

配置図　Ｓ：1/200

改修建物

庁　舎

凡例

案内図・配置図 Ｓ：1/200・1/4000

案内図　Ｓ：1/4000

国土地理院地図閲覧サービスより引用

国土地理院地図閲覧サービスより引用

駐車場

物置 物置
ｵｲﾙﾀﾝｸ

駐車場

改修建物範囲を示す

１ ２ ３

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ－05

北　海　道　労　働　局　総　務　部

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



  Ｄ  床仕上新設（仕上のみ）

  Ｅ  床仕上新設（下地共）

  Ｆ  床仕上取外し・再取付（仕上げのみ）

  Ｇ  既存床仕上撤去後新設、下地のみ取外し・再取付

記　　　　　　号

印は設計変更を示し、枠内数字は変更回数を示す。

１．

３．

４．

５．

図中の番号 の番号は建築工事標準詳細図の

分類番号を示す。材種、寸法、取合いなどでそのまま

適用できないものはこれに準ずる。

柱型、梁型及び下り壁の仕上で図示のない個所

は壁仕上による。

仕上欄が空欄の場合は、既存のままとする。

特記なき室名札は８－４１とする。

　ＧＢ－Ｒ
　ＧＢ－ＮＣ
　ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）

　ＧＢ－Ｐ
　ＧＢ－Ｄ（Ｗ）
　ＤＲ（Ｔ）
　ＤＲ（凹凸）

　ＦＫ
　ＦＫ－Ｐ

　ＰＦ
　ＧＷ－Ｂ
　ＧＢ－Ｓ
　Ｆ

せっこうボード
不燃積層せっこうボード
不燃積層せっこうボード（トラ
バーチン模様）
吸音用穴あき石こうボード
化粧せっこうボード（木目模様）
ロックウール化粧吸音板（普通）
ロックウール化粧吸音板
（立体模様）
けい酸カルシウム板
吸音用穴あきけい酸カルシウム板

ポリスチレンフォーム保温板

シージング石こうボード
フレキシブル板

　ＳＯＰ
　ＥＰ
　ＥＰ－Ｇ
　ＥＰ－Ｔ
　２－ＡＳＥ
　ＮＡＤ
　ＡＥ
　ＦＥ
　ＣＬ
　ＵＣ
　ＯＳ
　②－ＵＥ
　②－ＦＵＥ
　複層塗材

合成樹脂調合ペイント塗り
合成樹脂エマルションペイント塗り
つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
合成樹脂エマルション模様塗料塗り
アクリルシリコン樹脂エナメル塗り
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り
アクリル樹脂エナメル塗り
フタル酸樹脂エナメル塗り
クリヤラッカー塗り
ウレタン樹脂ワニス塗り
オイルステイン塗り
2液形ポリウレタンエナメル塗り       
常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り
複層仕上塗材塗り

　表記のないボード記号については、「6内装改修工事 20せっこうボード、その他のボード及び合板張り」による。

  Ａ  既存床仕上撤去後新設（仕上のみ）

  Ｂ  既存床仕上撤去後新設（下地共）

  Ａ  既存巾木撤去後新設（塗装のみ）

  Ｂ  既存巾木撤去後新設

  Ｅ  巾木新設

  Ｆ  巾木撤去

  Ｄ  壁仕上新設（塗装・壁紙等のみ）

  Ｅ  壁仕上新設

  Ｆ  壁仕上撤去

  Ａ  既存見切縁撤去後新設

  Ｅ  見切縁新設

  Ａ  既存天井仕上撤去後新設（塗装・壁紙等のみ）

  Ｃ  既存天井仕上撤去後新設（下地共）

  Ｄ  天井仕上新設（塗装・壁紙等のみ）

  Ｅ  天井仕上新設

  Ｂ  既存天井仕上撤去後新設（仕上のみ）  Ｂ  既存壁仕上撤去後新設（仕上のみ）

  Ｃ  既存壁仕上撤去後新設（下地共）

  Ａ  既存壁仕上撤去後新設（塗装・壁紙等のみ）

ＧＢ－Ｒｔ12.5　ＥＰ

風除室

仕　　　上 改修内容

天 井 取 合 天  　井壁壁 取 合（巾木）

新　規 改修内容仕　　　上

床

区　分

既　存

室　　名

備　　　考

                  内 部 仕 上

      一 般 共 通 事 項 外  部  仕  上

軒天井壁・柱・はり腰床

改修

既存

区　分

仕上

仕上

内容

改修

屋　根

改修内容仕　　　上 改修内容仕　　　上 改修内容仕　　　上

ひさし

側面及び柱天　井 屋　根

共 通 事 項 共 通 事 項 共 通 事 項 共 通 事 項 共 通 事 項

化学物質

濃度測定

箇所数　

既  存

改  修

既  存

改  修

既  存

改  修

既  存

改  修

既  存

改  修

既  存

改  修

（１－０１－６）

磁器質タイル

（　１　階　）

ビニル床タイル

磁器質タイル

モルタル

アルミモールディングステンレスシート防水

（ＧＬ-100まで）

外断熱パネル後貼の上、仕上塗材塗り

押出中空セメント板（塗装品）アルミ水切 軒天通気口

（アルミパンチングメタル）

アルミモールディング

（３－０１－９）

玄関ホール

風除室

玄関ホール

ビニル床タイル

一部視覚障害者用磁器質タイル

テラゾーブロック モルタル塗

タイル状吹付

アルミニウム製見切縁 ＤＲ（Ｔ）ｔ9

ビニル床タイルｔ2.0 アルミニウム製見切縁 ＧＢ－ＮＣｔ9.5

（３－０１－２）

喫煙コーナー喫煙コーナー

会議室会議室

ビニル巾木　Ｈ＝６０

（２－１１－１）

ビニル巾木　Ｈ＝６０

（２－１１－１）

ＧＢ－Ｒｔ12.5の上ビニルクロス

アルミパーテーション

（２－０３－４）

アルミニウム製見切縁 ＧＢ－ＮＣｔ9.5

（３－０１－２）

男子便所 男子便所

便所女子 便所女子

身障者用便所 身障者用便所

ビニル床シート（目地溶接） 陶器質タイル 陶器質タイル アルミニウム製見切縁

（３－０１－１）

ビニル床タイルｔ2.0 ビニル巾木　Ｈ＝６０

（２－１１－１）

ＧＢ－Ｒｔ12.5　ＥＰ アルミニウム製見切縁 ＧＢ－ＮＣｔ9.5

（３－０１－２）

準備室 準備室

（３－０１－１）

アルミニウム製見切縁 Ａ

（男子便所　一部） （男子便所　一部）

Ｂ

（１－０１－４）

（１－０１－４）

（１－０１－４）

（１－０１－４）

（１－０１－４）

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま既存のまま既存のまま

（２－０２－１３）

（２－０３－４）

（２－０３－４）

（３－０１－４）

（３－１１－９）

（３－１１－９）

押出成型セメント板（塗装品） 押出成型セメント板（塗装品）

押出成型セメント板（塗装品）既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

一部撤去

一部新設

ＦＫｔ6　ＥＰ

ＦＫｔ6　ＥＰ

　化粧ＦＫ

　化粧Ｆ

化粧けい酸カルシウム板

グラスウール吸音ボード

化粧フレキシブル板

  Ｆ  見切縁撤去　

北　海　道　労　働　局　総　務　部

ＮＯＮ改修仕上表（１）

Ａ－06

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事

和室廻りの木部及び造付け家具類の内部は塗装しない。

の塗装は、（※②－ＦＵＥ　・ＳＯＰ）とする。ただし、

新設、既存の特記なき内部の木・鉄部の塗装は,２．

とし、外部鉄部の塗装は、

○-○○-○

ＳＯＰ（Ｆ☆☆☆☆）
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印は設計変更を示し、枠内数字は変更回数を示す。

  Ａ  既存床仕上撤去後新設（仕上のみ）

  Ｂ  既存床仕上撤去後新設（下地共）

  Ｄ  床仕上新設（仕上のみ）

  Ｅ  床仕上新設（下地共）

  Ａ  既存巾木撤去後新設（塗装のみ）

  Ｂ  既存巾木撤去後新設

  Ｅ  巾木新設

  Ｆ  巾木撤去

  Ｄ  壁仕上新設（塗装・壁紙等のみ）

  Ｅ  壁仕上新設

  Ｆ  壁仕上撤去

  Ａ  既存見切縁撤去後新設

  Ｅ  見切縁新設

  Ａ  既存天井仕上撤去後新設（塗装・壁紙等のみ）

  Ｃ  既存天井仕上撤去後新設（下地共）

  Ｄ  天井仕上新設（塗装・壁紙等のみ）

  Ｅ  天井仕上新設

  Ｇ  床仕上取外し・再取付（下地共）

  Ｆ  床仕上取外し・再取付（仕上げのみ）

  Ｂ  既存天井仕上撤去後新設（仕上のみ）  Ｂ  既存壁仕上撤去後新設（仕上げのみ）

  Ｃ  既存壁仕上撤去後新設（下地共）

Ｈ29版

  Ａ  既存壁仕上撤去後新設（塗装・壁紙等のみ）

仕　　　上 改修内容

天 井 取 合 天  　井壁壁 取 合（巾木）

新　規 改修内容仕　　　上

床

区　分

既　存

室　　名

備　　　考

                  内 部 仕 上

改修内容仕　　　上 改修内容仕　　　上 改修内容仕　　　上

共 通 事 項 共 通 事 項 共 通 事 項 共 通 事 項 共 通 事 項

化学物質

濃度測定

 箇所数　

既  存

改  修

既  存

改  修

既  存

改  修

廊　下廊　下

ビニル床タイルｔ2.0

（２－１１－１）

ビニル巾木　Ｈ＝６０ モルタル　ＥＰ

ＧＢ－Ｒｔ12　ＥＰ

アルミニウム製見切縁

（３－０１－２）

機械室 機械室

硬質着色床

（１－０１－１）

モルタル　ＥＰ

（２－１１－７）

ロックウール吹付

腰モルタル　ＥＰ　H=2,000

突付 ロックウール吹付

倉　庫 倉　庫

コンクリートこて仕上 断熱パネル打込

コンクリート打放のまま

ブロック化粧目地仕上

コンクリート打放のまま

アルミニウム製見切縁

給湯室給湯室

既  存

改  修

モルタル　ＥＰ モルタル　ＥＰ・ＶＥ

（３－０１－１）

タイルカーペット ビニル巾木　H=60

（２－１１－１） （３－０１－２）

既  存

改  修

ビニル巾木　H=60

（２－１１－１）

アルミニウム製見切縁

（３－０１－２）

単板張ｔ0.5

署長室 署長室

事務室 事務室

ビニル床タイルｔ2.0

ビニル床タイルｔ2.0 ＧＢ－Ｒｔ12　ＥＰ

既  存

改  修

ビニル床タイルｔ2.0 ビニル巾木　H=60 ＧＢ－Ｒｔ12　ＥＰ アルミニウム製見切縁

（３－０１－２）

相談室 相談室

（３－０１－２）

Ｂ

（３－０１－１）

（２Ｆ）

（１－０１－４）

（１－０１－３）

（１－０１－４）

（１－０１－４）

（１－０１－４） （２－１１－１）

（２－１１－７）

（２－０３－４）

（２－０２－１３）

（２－０２－１２）

（２－０３－４）

（２－０２－１３）

（２－０２－４）

（３－１１－９）

（３－１１－９）

アルミニウム製見切縁

アルミニウム製見切縁

一部　Ａ

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）ｔ9.5

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）ｔ9.5

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）ｔ9.5

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）ｔ9.5

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）ｔ9.5

一部　Ｂ

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

ＦＫｔ6　ＥＰ

ＦＫｔ6　ＥＰ

ver2.00　　2017.07.01  　

  Ｆ  見切縁撤去　

北　海　道　労　働　局　総　務　部

改修仕上表（２） ＮＯＮ

Ａ－07

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事

既  存

改  修



印は設計変更を示し、枠内数字は変更回数を示す。

  Ａ  既存床仕上撤去後新設（仕上のみ）

  Ｂ  既存床仕上撤去後新設（下地共）

  Ｄ  床仕上新設（仕上のみ）

  Ｅ  床仕上新設（下地共）

  Ａ  既存巾木撤去後新設（塗装のみ）

  Ｂ  既存巾木撤去後新設

  Ｅ  巾木新設

  Ｆ  巾木撤去

  Ｄ  壁仕上新設（塗装・壁紙等のみ）

  Ｅ  壁仕上新設

  Ｆ  壁仕上撤去

  Ａ  既存見切縁撤去後新設

  Ｅ  見切縁新設

  Ａ  既存天井仕上撤去後新設（塗装・壁紙等のみ）

  Ｃ  既存天井仕上撤去後新設（下地共）

  Ｄ  天井仕上新設（塗装・壁紙等のみ）

  Ｅ  天井仕上新設

  Ｇ  床仕上取外し・再取付（下地共）

  Ｆ  床仕上取外し・再取付（仕上げのみ）

  Ｂ  既存天井仕上撤去後新設（仕上のみ）  Ｂ  既存壁仕上撤去後新設（仕上げのみ）

  Ｃ  既存壁仕上撤去後新設（下地共）

Ｈ29版

  Ａ  既存壁仕上撤去後新設（塗装・壁紙等のみ）

改  修

既  存

仕　　　上 改修内容

天 井 取 合 天  　井壁壁 取 合（巾木）

新　規 改修内容仕　　　上

床

区　分

既　存

室　　名

備　　　考

                  内 部 仕 上

改修内容仕　　　上 改修内容仕　　　上 改修内容仕　　　上

共 通 事 項 共 通 事 項 共 通 事 項 共 通 事 項 共 通 事 項

化学物質

濃度測定

 箇所数　

既  存

改  修

既  存

改  修

相談室 相談室

ビニル床タイルｔ2.0 ビニル巾木　H=60 ＧＢ－Ｒｔ12　ＥＰ アルミニウム製見切縁

（３－０１－２）

ホール ホール

ビニル床タイルｔ2.0 ビニル巾木　H=60

（２－１１－１）

ＧＢ－Ｒｔ12　ＥＰ アルミニウム製見切縁

（３－０１－２）

階段室 階段室

ビニル床タイルｔ2.0（蹴上共） ビニル巾木　H=60

（２－１１－１）

ＧＢ－Ｒｔ12　ＥＰ アルミニウム製見切縁

（３－０１－２）

アルミニウム製見切縁

（３－０１－２）

（１－０１－４）

（１－０１－４）

（１－０１－４）

（２－１１－１）

一部　ＧＢ－Ｒｔ12　ＥＰ

（３－１１－９）

（３－１１－９）

（３－１１－９）

（３－１１－９）

一部　Ａ

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）ｔ9.5

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）ｔ9.5

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）ｔ9.5

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）ｔ9.5

既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

縦型ブラインド、ブラインドボックス撤去（３－３２－１）

（２－０３－４）

（２－０３－４）

（２－０３－４）

（２－０３－４）

一部　Ｃ一部　Ｃ

（縦型ブラインド　Ｗ5,740　Ｈ1,800）

ver2.00　　2017.07.01  　

  Ｆ  見切縁撤去　

北　海　道　労　働　局　総　務　部

ＮＯＮ改修仕上表（３）

Ａ－08

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ
３

ＡＷ
３

ＡＷ
３

ＡＷ
３

ＡＷ

５'

５'

５' ５' ５

１

１'

１''

２

４

５' ５

１階平面図　Ｓ：1/100

２階平面図　Ｓ：1/100

機械室

会議室

書　庫

倉　庫

準備室

男子便所

身障者用
便所

女子便所

風除室

ポーチ

ホール

更衣室

相談室

給湯室

ＤＳ

事務室

署長室

吹抜

男子更衣室

女子更衣室

喫煙室

階段室

階段室
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5

1
,
2
0
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2
,
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2,790 3,600

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

１ ２ ３ １ ２ ３

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

2
0
5

1
9
0

1
9
0

2
0
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160 175

205

205

2
0
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2
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2
0
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2
0
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2
0
5

2
0
5

3
0
0

凡例 鉄筋コンクリート造

コンクリートブロック造

軽量鉄骨下地壁（２－２１－１）

既存部分を示す 既存建具記号

撤去建具記号撤去部分を示す

北　海　道　労　働　局　総　務　部

Ｓ：1/100１階平面図・２階平面図（既存）

Ａ－09

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ
３

ＡＷ
３

ＡＷ

５'

５'

５' ５' ５

１

１'

１''

２

４

５' ５

１階平面図　Ｓ：1/100

２階平面図　Ｓ：1/100

機械室

会議室

書　庫

倉　庫

準備室

男子便所

身障者用
便所

女子便所

風除室

ポーチ

ホール

更衣室

相談室

給湯室

ＤＳ

事務室

署長室

吹抜

男子更衣室

女子更衣室

喫煙室

階段室

階段室

15,300

8,100 7,200

3,295 4,805 2,200 1,050 3,950
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1,550 7,025
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Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

１ ２ ３ １ ２ ３
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凡例 鉄筋コンクリート造

コンクリートブロック造

軽量鉄骨下地壁（２－２１－１）

改修部分を示す

既存部分を示す 既存建具記号

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ 展開方向

北　海　道　労　働　局　総　務　部

Ｓ：1/100１階平面図・２階平面図（改修）

Ａ－10

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

署長室

会議室ホール

事務室

機械室書　庫ホール

事務室

倉　庫
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18,000

8,100

15,300
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,
4
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7
,
6
5
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5
0
0

1
,
1
2
0

1
,
4
4
0

１ ２ ３

３ ２ １

１ ２ ３

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

断面図　Ｓ：1/100 断面図　Ｓ：1/100

4
0

4
0

西側立面図　Ｓ：1/100 南側立面図　Ｓ：1/100

東側立面図　Ｓ：1/100 北側立面図　Ｓ：1/100

9
5

Ａ凡例 アルミ製笠木

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

ＡＷ－３撤去

ＲＣ壁撤去 アルミ見切水切

アルミ腰水切

外断熱パネル後貼の上複層仕上塗材

Ｆ カラーアルミパネル

Ｇ ステンレスタラップ

Ａ

Ｇ

Ｄ

Ｂ

ＡＤ

Ｃ Ｅ

Ｆ

ＡＤ

Ｇ

Ｂ

Ｃ Ｅ

ＡＤ

Ｃ Ｅ

Ｇ

押出成形セメント板ｔ26（塗装品）撤去
押出成形セメント板（塗装品）ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板ｔ25+ｔ50（32Kg/m3）撤去

北　海　道　労　働　局　総　務　部

Ｓ：1/100立面図・断面図（既存）

Ａ－11

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

ＲＦＬ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端

署長室

会議室ホール

事務室

機械室書　庫ホール
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Ｂ

１ ２ ３

３ ２ １

１ ２ ３

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

Ａ Ｃ Ｄ

断面図　Ｓ：1/100 断面図　Ｓ：1/100

4
0

4
0

4
0

西側立面図　Ｓ：1/100 南側立面図　Ｓ：1/100

東側立面図　Ｓ：1/100 北側立面図　Ｓ：1/100

Ａ

Ｇ

Ｄ

Ｂ

ＡＤ

Ｃ Ｅ

Ｆ

ＡＤ

Ｇ

Ｂ

Ｃ Ｅ

ＡＤ

Ｃ Ｅ

Ｇ

Ａ凡例 アルミ製笠木

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅアルミ見切水切

アルミ腰水切

外断熱パネル後貼の上複層仕上塗材

Ｆ カラーアルミパネル

Ｇ

Ｈ

ステンレスタラップ

ステンレス防雪フードＲＣ壁新設

押出成形セメント板ｔ26（塗装品）新設
押出成形セメント板（塗装品）

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板ｔ25+ｔ50（32Kg/m3）新設

北　海　道　労　働　局　総　務　部

Ｓ：1/100立面図・断面図（改修）

Ａ－12

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



AW-3撤去

ＲＣ壁撤去

カッター

カッター

カッター

ＧＢ－Ｒｔ12.5　ＥＰ　撤去

カッター

カッター

カッター

押出成形セメント板（塗装品）撤去

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板ｔ25+ｔ50撤去

更衣室

相談室
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2
,
7
9
5

1
,
2
0
5

2
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0

2,7001,8003,600

8,100 7,200

15,300 1,800

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1,710 2,790 900

5,400 2,700

8,100 7,200 1,800

1
,
6
9
0

6
5
5

6
5
5

1
,
6
9
0

1
,
3
1
0

2
8
0

5
,
4
4
0

2
8
0

3
0
0

3
5
5

2
,
0
0
0

2
0
0

3
5
5

3
5
5

6
0
0

6
0
0

3
5
5

3
0
0

3
0
0

2
0
0

2
,
0
0
0

3
0
0

１ ２ ３

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

2
0
5

3
0
0

2
0
5

205

2
0
5

2
0
5

205

75,5566,75

2
0
0
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鉄筋コンクリート造

コンクリートブロック造

軽量鉄骨下地壁（２－２１－１）

凡例 既存部分を示す

改修部分を示す（撤去）

北　海　道　労　働　局　総　務　部

Ｓ：1/50２階平面詳細図（既存）

Ａ－13

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



ＲＣ壁新設

ＧＢ－Ｒｔ12.5　ＥＰ　新設
押出成形セメント板（塗装品）新設

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板ｔ25+ｔ50新設
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凡例 鉄筋コンクリート造

コンクリートブロック造

軽量鉄骨下地壁（２－２１－１）

既存部分を示す

改修部分を示す（新設）

北　海　道　労　働　局　総　務　部

Ｓ：1/50２階平面詳細図（改修）

Ａ－14

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



AW-3撤去
RC壁撤去

耐震壁新設
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改修前

Ａ階段室 階段室

改修後

150 150 150 150

Ａ－15
凡例 躯体撤去部分を示す

躯体新設部分を示す

仕上撤去部分を示す

仕上新設部分を示す

北　海　道　労　働　局　総　務　部

Ｓ：1/50展開図（既存・改修）

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



会議室

書　庫

倉　庫

準備室

男子便所

身障者用
便所

女子便所

ホール

更衣室

相談室

ＤＳ

事務室

署長室

男子更衣室
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喫煙室
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廊　下
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１階天井伏図　Ｓ：1/100

２階天井伏図　Ｓ：1/100
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凡例 仕上のみ撤去・新設

仕上・下地共撤去・新設

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）　ｔ9.5（3-01-2）

縦型ブラインド・ブラインドボックス（３－３２－１）

ＦＫ　ｔ6.0　ＥＰ（3-01-1）

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

1,500
2
,
2
4
5

600

5
,
8
2
0

1,200

1
,
2
0
0

1,200

1
,
2
0
0

1,800

1
,
00
0

北　海　道　労　働　局　総　務　部

Ｓ：1/100１階天井伏図・２階天井伏図
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釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



Ⅲ型Ｌ１

棟別

記号

外
　
部

内
　
部

備　考

建　具　金　物 建　具　略　号建　具　符　号

鋼
　
製
　
建
　
具

鋼
 
製
 
軽
 
量
 
建
 
具

建　具　枠　廻　り　詳　細

建　具　枠  見  込  寸  法

－６

アルミニウム製　窓廻り（ぜん板及び額縁）

６

く
　
つ
　
ず
　
り

５４

Ｃ

Ａ

Ｂ

（ｍｍ）

Ｌ２

－５

Ｓ４

形　状
建具寸法

Ｓ５

－４

Ｓ３Ｓ２

Ｌ３

３

箇所数

－３－２

共　通　事　項
形　状　記　号

－１

（　）はらんま

建具枠
建　具

Ｌ４

記　号 Ｗ
７

ガラスがらり

（ｍｍ）

枠回り記号 ｈ 厚さ
区分

Ｓ６

８Ｈ （ｍｍ） ９

Ｓ１

（ｍｍ）

枠－くつずり

枠見込
記号符　号

２１

Ｄ

Ｅ

Ｆ

－－

Ａ　　アクリル板

（高耐候性鋼板+テンパライトドア）自動ドア ＴＳＤ

Ｓ　　普通板ガラス

建　具　金　物 ガ ラ ス の 種 別

ＬＥ　低放射ガラス （Ｌｏｗ－Ｅ）

ＢＴ　ボトムタイト

Ｎ　　網入り型板ガラス

Ｆ　　型板ガラス

Ｗ　　線入り型板ガラス

ＤＣ　ドアクローザー

ＭＬ　モノロック

ＦＨ　フロアーヒンジ

ＮＰ　網入り板ガラス

ＷＰ　線入り板ガラス

ＡＨ　ヒンジクローザー

Ｔ　　強化ガラス

Ｌ　　合わせガラス

ＰＨ　ピポットヒンジ

ＬＨ　ラバトリーヒンジ

Ｐ　　フロート板ガラス

自動扉（引戸）

一　般　扉

一　般　扉

　煙　

自由開き扉

　網　

ＳＤ

ＰＨ　モノロック（両面空錠）

点　検　扉

ＡＦ

ＡＳ

ＡＷ

ＰＨ　錠なし、

自由開き扉

便所・洗面所

空錠（解錠装置付）、（片面サムターン）

湯　沸　室

点検扉用ヒンジ　　回転ロックキーハンドル

ＰＨ、シリンダー箱錠（レバーハンドル）

ＳＷ

ＡＯＤ

　片　

Ⅱ型

ヘ ッ ド ド ア

ＷＧ

ＳＳＦ

三 方 枠

Ⅰ型

ＡＧ

が　ら　り　記　号（４－０１－１）

ＷＷ

ＳＳＤ

ＳＳＷ

ヒンジクローザー（ストップなし）　　堀込型把手

引戸用本締り錠

ＷＤ

ＦＨ（横スプリング型） 　本締り錠

肢体不自由者用引戸

ＦＨ（縦スプリング型）　　本締り錠（片面サムターン）

Ｓ

常時開放型防火戸

駆動制動装置（ストップ付）．表示装置、非常開錠装置

アルミ

浴室・シャワー室

Ｐ

ＳＯＤ

ＬＳ

ＬＤ

ＳＳ

Ｈ

木　　製 丁番　　 シリンダー箱錠鋼　　製 鋼製軽量

戸

窓

ニウム製

大型サムターン付引戸錠（ロッド式）、

引手はステンレス製（L－４５０）程度

種　　別 ステンレス製

がらり

枠見込  ２５１以上

枠見込  ２０１以上～２５０以下

（内部）

　気　

枠見込  １５１以上～２００以下

　窓　約５０％

枠見込  １０１以上～１５０以下

４－２１－２

　扉　約２５％

Ｌ５

　特　

煙感連動

標

25

三方枠
４－２２－１

　窓　約３０％

４－２１－４

開口率

気

開口率

４－２１－３

　　　　　　　　　 　　（レバーハンドル）

　非　

　断　

網戸付　

　防　

４－２１－１

12～14

　扉　約３５％

非常開装置付錠

断熱材充填　

簡易気密ドアセット

自動扉

片面合板ふすま

標準型建具

両面ふすま　

標

４－２３－１ 標

枠見込  １００以下

標

気

４－２３－５

気

Ｅ

Ｄ

　自

気

押板、押棒

　両　

水返し

標

シーリング

水返し

４－４３－１～３

小口ふた

標

気

気

４－４２－１～３

４－４１－１～３

標

４－２４－２

４－４４－１～３

気

標

　標　

標

５－１１－２

標

気

４－２１－４ 気標

標

標

４－２３－２

気

気

４－２２－３

４－２４－１

４－２４－３

標

標

４－２３－１

４－２２－３

建具枠寸法

４－４５－１～４

４－３１－４

４－３１－２

シーリング

断熱補修材

ＰＦ板（３０）

1
2
～

14

４－２４－１

４－２４－４

４－２３－４

４－２２－５

6
5

70
1
30

４－２２－２

４－２１－２

12～14

４－３１－１

４－２２－４

標４－２３－２

スクリーン

紙 障 子

オ ー バ ー

３－３１－３

25

シーリング

カーテンボックス

ＡＤ

ＷＦ

ＳＳＧ

ふ す ま

シャッター

ＳＧ

ＳＦ

10

４－５２－４

シーリング

水切り（押出し）

ぜん板

15 W

ぜん板

　DS　

額縁４－５２－４

シーリング

　略号　

　耐　 耐震ドアセット

防音ドアセット

　SS　

20

15

（150）（30）

開口率

Ａ

特定防火設備

　略号　 名　称

　窓　約３０％

1
2～

1
4

25

建具枠寸法

断熱サッシ

断熱ドアセット

Ｂ

Ｃ

防音サッシ　

断熱補修材

防火設備　

４－２４－２

1
0

ｈ

15

シーリングは標準仕様書　表９．６．１による。

結露受付

４－５２－４

成形シール

４－２１－１

４－２１－３

（
3
0
）

姿図

方立を設ける

名　称

　DD　

15

（外部）

ｗ＝１，５００以上は

10

6570

　扉　約３０％

2
5

　SD　

ｗ

（130）

　１．特記なき建具見込み寸法は木製建具、鋼製建具４０mm、

  　　又押入のふすまは合板ふすま（市場品程度）とする。

　　　鋼製軽量建具３６mm、障子、ふすま及び木製窓は３０mmとする。

　２．特記なき鋼製建具、鋼製軽量建具の外部に面する仕上げは

　　　２－ＦＵＥ、内部の仕上はＳＯＰ（Ｆ☆☆☆☆）とする。

　　　また、特記なき木製建具の内部の仕上はＳＯＰ（Ｆ☆☆☆☆）

　　　とし、特記なき重量シャッター仕上は内部・外部とも

　３．外部に面する金属製フラッシュ戸（ガラス入共）は断熱材

　　（吹付硬質ウレタンフォーム断熱材充填）入とする。

　４．鋼製建具のうち点検扉は片面フラッシュ戸とする。

　 　（防火戸１.６mm ）、アルミニウム製は１.５mm 、

　５．特記なきガラリの材質は建具と同材とし板厚は鋼製１.２mm

 　　 ステンレス製は１.０mm とする。

　６．ドアガラリの仕上は建具と同様とし、ふすまは木製塗装

　　　なしとする。防火戸のガラリはダンパー付きとする。

　７．外壁取付け用ガラリには四方枠（４－５２－７、見込み

　　　１５０mm ）を取付ける。

　８．廊下に面する建具の枠は廊下付きとする。

　９．○－○－○は複層ガラス、内側－空気層－外側を表す。

１０．衝突安全表示（セーフティーマーク）は、扉及びスクリー

　　　ン部分の両面に取付ける。

１１．ＤＣ・ＦＨ・ＡＨ及び戸当りの取付けは平面図による、

  　　なおＤＣの取付けは室内側を原則とする。

１２．壁当りとなる開き戸は壁面より逃げ寸法を１００mm  程度

　　　とする。

１３．煙感知器連動装置付き及び階段室に面する建具に取付ける

　　　ＤＣ、ＦＨ、ＡＨはストップなしとする。

１４．排煙窓の操作レバーの位置は床面から１，５００㎜以下の

　　　位置とする。

１５．特記無き自動扉の凍害防止装置の適用、センサーの種類は

　　　備考による。

１６．自動扉の電源用配管、配線は、スイッチボックス以降自動

　　　扉に含む。

　　　スイッチボックスはステンレス製（ＳＵＳ３０４）鍵付き

　　　とし、スイッチは自動扉（内外）及びヒーター用各々に取

　　　付ける。保護装置として漏電遮断機（ＥＬＣＢ２Ｐ２０Ａ

　　　３０ｍＡ遮断時間０.１秒）を取付ける。　　

　　　ガイドレールには外部のみヒーター付きとし、ヒーター線

　　　の容量は１φ１００Ｖ３０Ｗ／Ｍサーモスタット付きレー

      ル内蔵とし、    　印付きとする。PS
E

　　　自動扉の制御装置は無目内蔵とし、両引戸は全半開装置付　

　　　きとする。

　　　安全用光電装置の取付けは、ブース内部側とする。　

１７．建具寸法は、有効内法寸法を示す。ただし、扉のＨ寸法の

　　　押え位置は、建築工事標準詳細図（平成１７年版）を参照

　　　すること。

－－ －－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

　　　ＳＯＰ（Ｆ☆☆☆☆）とする。
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２
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北　海　道　労　働　局　総　務　部

建具表 Ｓ：1/100

Ａ－17

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



部分詳細図

耐震壁改修部詳細図

改　修　前

改　修　後

Ｓ：1/20・1/50

躯体撤去部分を示す

躯体新設部分を示す

仕上撤去部分を示す

仕上新設部分を示す

凡例

ＲＣ壁撤去

3
,
4
0
0

8
5

3
,
0
0
0

3
1
5

1
,
4
8
0

ＲＣ壁撤去

２ＦＬ

ＲＦＬ

3
,
4
0
0

8
5

3
,
0
0
0

3
1
5

２ＦＬ

ＲＦＬ
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配置図　Ｓ：1/200
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(1)単位水量の測定は、150m に1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。

(2)単位水量の上限値は、標準仕様書6.3.2(2)(ⅲ)による。

(3)単位水量の管理目標値は次の通りとして、施工する。

1)測定した単位水量が、配合計画書の設計値(以下、「設計値」という。)±15kg/m の範囲に

ある場合はそのまま打設する。

2)測定した単位水量が設計値±15を超え±20kg/m の範囲にある場合は、その運搬車の生コン

は打設してよいが、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示する。その後、設

計値±15kg/m 以内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。

3)測定した単位水量が設計値±20kg/m を超える場合は、その運搬車は打込まずに持ち帰らせ

るとともに、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示する。その後、単位水量

が設計値±20kg/m 以内になるまで全運搬車の測定を行い、更に設計値±15kg/m 以内に安定

するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。

(4)単位水量管理についての記録を書面(配合計画書、製造管理記録、打込み時の外気温、コンク

リート温度等)と写真により提出する。

(5)単位水量の測定方法は、高周波誘電加熱乾燥法(電子レンジ法)、エアメータ法又は静電容量

測定法による。また、試験機関は該当コンクリート製造所以外の機関とする。

4)3)の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。

3

3

3

3

3

3

施
工
方
法
等
計
画
書
関
連
等

1.コンクリートの単位
　水量測定

構 -4

3
0

構造関係共通図１

施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更等(位置の変更)

施工誤差を考慮して構造耐力上支障がない検討が行われている部分（変更に係る部材及び当該

・くいの芯ずれを考慮した検討

許容誤差(　　　　　　　　)

あらかじめの検討範囲

・小ばりの位置の変更を見込んだ大ばり等の検討

位置の変動寸法(　　　　　　　　)

・大きさの変更を見込んだスラブ等の検討(屋根床版含む)

許容される大きさ、荷重の条件(　　　　　　　　)

部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接 

※図示による(　　　　　　　　　　)　

あらかじめの検討範囲

あらかじめの検討範囲

する部材が令第82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る）

※図示による(　　　　　　　　　　)　

※図示による(　　　　　　　　　　)　

・はり貫通孔の大きさと位置の変更を見込んだ検討

大きさに変動寸法（　　　　　　　　)

あらかじめの検討範囲

※図示による(　　　　　　　　　　)　

位置の変動寸法(　　　　　　　　)

・壁開口の位置の変更を見込んだ検討

開口の移動範囲（　　　　　　　　)

増加しない移動範囲に限る

※図示による(　　　　　　　　　　)　

ただし構造計算及びモデル化において耐力壁の剛性・耐力が変わらず、荷重が

あらかじめの検討範囲

・スラブの開口及び段差の変更を見込んだ検討

開口の移動範囲（　　　　　　　　)

らず、荷重が増加しない範囲に限る

※図示による(　　　　　　　　　　)　

ただし構造計算及びモデル化においてスラブの断面及び配筋、開口補強が変わ

あらかじめの検討範囲

・間柱の位置の変更を見込んだ検討

位置の変動寸法（　　　　　　　　)

あらかじめの検討範囲

※図示による(　　　　　　　　　　)　

計算方法

外力等

備考

設計用一次固有周期

地震地域係数(Z)

地盤の種別 第(     )種地盤 Tc=(      )秒

標準せん断力係数

一次設計

二次設計

X方向 Y方向

　　　 第87条)

　  第82条の4)

地表面粗度区分 速度圧(q)

・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

地表面粗度区分
速度圧(q)

－
平均

(             )m/s

区域 ・多雪区域 ・多雪区域以外

設計垂直積雪量 (            )cm

単位荷重

垂直積雪量の低減

調査報告書

・当該敷地の既往調査報告書のみによる

・当該敷地の既往調査報告書及び今回工事に含まれる地盤調査報告書による

(             )m/s

・有り

範囲・工法・仕様・計測・試験等

・無し

※図示による（　　　　　　　　）

調査内容(既往調査内容含む)

・サウンディング

※標準貫入試験

・スウェーデン式サウンディング試験

・オランダ式二重管コーン貫入試験

・

・土質試験

・物理的性質試験

(・土粒子密度試験　　・含水比試験　　・粒度試験　　・液性限界、塑性限界試験

 ・細粒分含有率試験　　・湿潤密度試験　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

・力学的性質試験

(・一軸圧縮試験　　・圧密試験　　・直接せん断試験　　・三軸圧縮試験

 ・振動三軸試験　　・中空ねじりせん断試験　　・　　　　　　　　　　　　　　　　)

・現場透水試験

・孔内水平載荷試験

・弾性波速度検層

・常時微動測定

・平板載荷試験

・

※工事着手前に当該敷地内で（　　　　）図に示す地盤調査を行う

備　考

 X方向、Y方向

 の適用する計

 算法に○を記

 載する

許容応力度等計算

保有水平耐力計算

限界耐力計算

特別な検証法(時刻歴応答解析による)

その他の計算法(                                    )

大臣認定(認定番号　　　　                  　　　　)

評価　・高層評価　・免震評価　・その他

 (評価番号　             　　　　                 )

指定性能評価機関名（　　　　　　　　　　　　　　）

許容応力度計算（令第82条各号＋令第82条の4）【ルート１】

【ルート２】

【ルート３】

建物概要

工事名称

工事場所

延べ面積 (　　　       　)m

階数 地上(      )階 地下(      )階

建築面積

塔屋(      )階

備考

階数に算入しない階

・無し　・有り（　　　　　）

高さ関係

(　　　       　)m

高さ (　     　)m

軒高 (　     　)m

工事種別
・新築 ・増築 ・改築 ・移転

・大規模の修繕

構造概要

構造種別 地上
(   )階～(   )階(　   )造

備考

架構形式
 X方向

 Y方向

(                       　　　 )構造

(                       　　　 )構造

耐震構造

方式

・耐震構造 ・制振構造

・免震構造(免震層の位置　・基礎下免震　・中間階免震(      )階

基礎方式

・直接基礎(・独立　・連続　・べた　・　　　　）

・杭基礎(・場所打ちコンクリート杭　・既製コンクリート杭

 ・鋼管杭　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 適用箇所は

 図示による

(           )

(   )階～(   )階(　   )造
地下

(   )階～(   )階(　   )造

(   )階～(   )階(　   )造

・耐震構造

1.1 適用範囲

(１)構造関係共通図(配筋標準図)は鉄筋コンクリート及び鉄骨鉄筋コンクリート造等における鉄筋の加工、組立等の一般

 する。

1.4 用語の定義

(２)異形鉄筋の径(本文、図、表において「Ｄ、ｄ」で示す)は、呼び名に用いた数値とする。

(３)長さ、厚さ等の単位は、特記なき限りmmとする。

1.2 優先順位

１．特記仕様書

２．図面 ⅰ.設計図及び構造関係共通図（構造関係共通事項）

ⅱ.構造関係共通図（配筋標準図、鉄骨標準図）

３．標準仕様書及び改修標準仕様書

(１)設計図書間で配筋方法等に相違がある場合の優先順位は以下の通りとする。

 的な標準図とする。

(２)構造関係共通図(鉄骨標準図)は鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造等における鉄骨の加工、組立の一般的な標準図と

1.3 特記仕様

項目は、番号に ・ 印の付いたものを適用する。

特記事項は、・ の付いたものを適用する。

・ 印の付かない場合は※印の付いたものを適用する。

・ 印と ※ 印の付いた場合は共に適用する。

(３)構造関係共通図(配筋標準図、鉄骨標準図)以外については、図面及び監督職員の指示による。

(１)設計図とは、建築構造図のうち特記仕様書、構造関係共通図以外の図面をいう。

Ｄ１０ Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ Ｄ３２

建築

径区分

記号 説明 説明記号

スラブの配筋種別

スラブ厚さ

階段の配筋種別

土間コンクリート

コンクリートブロック壁（ＣＢ壁）

杭の位置

試験杭の位置

打増しの範囲

D0 スラブ開口

ボーリング位置

梁・スラブの上がり下がりの範囲 （±　　） FLからの上がり下がり

表1.2　各階伏図における記号　

EW○○

耐力壁の種別

50

建　　築

径

表1.3　梁貫通孔記号　

区分 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

M12

高力ボルト

径

表1.5　高力ボルト径の記号

区分 M16 M20 M22 M24 径

表1.6　普通ボルト径の記号　

区分 M16 M20 M22 M24

突合わせ継手

Ｔ型継手

かど継手

分　　　　　　　　　　　類

全　周　現　場　溶　接

断続溶接の長さ及び間隔

区　　　　分

現　　場　　溶　　接

全　　周　　溶　　接

表1.8　溶接の補助記号

 溶  接  面

溶 接 継 手
隅肉溶接

部分溶込み溶接

両面溶接

フレア溶接

片面溶接

完全溶込み溶接

表1.7　溶接継手及び溶接面の分類別記号

記 号

補助記号

Ｌ－Ｐ

Ｆ

２

ＦＬ

１

Ｐ

Ｔ

Ｌ

Ｂ

Ｌ－Ｐ
全周現場溶接

６０６０

基準線

。

引出線
（折線）

。
６０

断続溶接の間隔
断続溶接の長さ

。

基準線

図1.1　溶接記号の記載例

現場溶接

全周溶接

溶接面

溶接継手

※特記無き限り、完全溶込溶接の溶接方法・溶接面は適切な溶接方法等による。

EKW○○

鋼　管

記号（建築用）

管　名

表1.4　スリーブ材質の凡例　

SP（白管） GA VU RS

（F8T相当）

（F10T、S10T）
普通ボルト

M12

ERW○○

S ※

引出線

1.5 記号等

図面で使用する記号等は表1.1～表1.8、図1.1を標準とする。

表1.1　異形鉄筋の断面表示記号　

溶融亜鉛めっき高力ボルト

※建築用以外のスリーブ材質は各工事による。

構造関係共通図（構造関係共通事項）

2

2

の分類
耐震安全性

・Ⅰ類(1.5)　・Ⅱ類(1.25)　・Ⅲ類(1.0)
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溶融亜鉛めっき鋼版 硬質塩化ビニル管（薄肉管） つば付き鋼管（黒管）
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(あらかじめの検討)
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表3.3　鉄筋の定着の長さ

直線定着の長さ

小梁 スラブ

10d

Ｌ

フックあり定着の長さ

－

（注）１．Ｌ　，Ｌ　：２．以外の直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ。

　　　２．Ｌ　，Ｌ　：割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ。

　　　５．フックあり定着の場合は、図3.2に示すようにフック部分　 を含まない。また、中間部で

　　　３．Ｌ　 ：小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ。ただし、基礎耐圧スラブ及びこれを

鉄筋の

種　類

コンクリートの
設計基準強度

Ｆｃ（Ｎ/ｍｍ ）

40d

35d

30d

30d

35d

18

20d

図3.1　フックありの場合の重ね継手の長さ

ただし、壁の場合及びスラブ筋でＤ１６以下の場合は除く。

表3.2　隣り合う継手の位置

（４）隣り合う継手の位置は、表3.2による。

（１）鉄筋の定着の長さは、表3.3及び図3.2による。

（ｂ）鉄筋の定着

図3.3　折曲げ定着の方法

（２）梁主筋の柱内折曲げ定着又は小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の方法は、図3.3によ

　　　り、次の(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)をすべて満足するものとする。

末端部

図3.5　スパイラル筋の継手及び定着

中間部

（重ね継手）

（３）溶接金網の継手及び定着は、図3.4による。

（４）スパイラル筋の継手及び定着は、図3.5による

以上の
添巻き

1.5巻

重ね継手 定着（スラブの場合）

図3.4　溶接金網の継手及び定着

定着（壁の場合）

 鉄筋

（柱頭又は柱脚部）

　　　なお、Ｌ　及びＬ　は表3.3の（注）による。

（ａ）鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さは、表4.1による。

するように最小かぶり厚さを定める。

ただし、柱及び梁の主筋にＤ２９以上を使用する場合は、主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保

（注）１．＊印のかぶり厚さは、普通コンクリートに適用し、軽量コンクリートの場合は特記による。

煙突等高熱を受ける部分

構造部分の種別

表4.1　鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さ(単位：mm )

柱，梁，スラブ，壁

基礎，擁壁，耐圧スラブ

擁壁，耐圧スラブ

　　　２．「仕上げあり」とは、モルタル塗り等の仕上げのあるものとし、鉄筋の耐久性上有効でな

　　　３．スラブ、梁、基礎及び擁壁で、直接土に接する部分のかぶり厚さには、捨コンクリートの

　　　　　い仕上げ（仕上塗材、塗装等）のものを除く。

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

屋内

ない部分

土に接し

る部分

土に接す

耐力壁以外の壁

スラブ，

柱，梁，耐力壁

最小かぶり厚さ

30

30

20

30

＊

　　　４．杭基礎の場合のかぶり厚さは、杭天端からとする。

　　　　　厚さを含まない。

　　　５．塩害を受けるおそれのある部分等、耐久性上不利な箇所は、特記による。

（３）隣り合う鉄筋の平均径（呼び名の数値）の1.5倍

（１）粗骨材の最大寸法の1.25倍

（２）２５ｍｍ

図4.1　鉄筋相互のあき

　　　る。

（ｃ）鉄筋組立後のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする。

（ｄ）鉄筋相互のあきは図4.1により、次の値のうち最大のもの以上とする。

（ｅ）鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、主筋と平行する鉄骨とのあきは、(d)による。

（ｆ）貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは、(c)による。

仕上げなし

仕上げあり

40

30
屋外

40

40

60

＊

60

　　　６．軽量コンクリートの場合は、表の値に５ｄを加えたものとする。

（３）鉄筋の重ね継手の長さは、フックありなしにかかわらず４０ｄ以上（軽量骨材を使用する場

SD345

SD390

21

24，27

30，33，36

21

24，27

21

45d

40d

35d

35d

40d

30d

30d

20d

35d

25d

4.1 最小かぶり厚さ

Ｌ Ｌ Ｌ
Ｌ

かつ

150mm

以上

小梁 スラブ

10d

式
継
手

フックなし

械

フックあり

重
ａ＝0.5Ｌ ａ≧0.5Ｌ

接
継
手

圧

機

 圧接継手・溶接継手

ね
継
手

－

－

35d

30d

25d

20d25d

30d35d

25d30d

25d30d

20d25d

30d35d

30d35d

25d30d

18 40d50d

35d45d

35d40d

40d50d

40d45d

　　　４．Ｌ　 ：小梁の下端筋のフックあり定着の長さ。

直線定着の長さ

梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ

Ｌ（ただし，柱せいの3/4倍以上）ａ

フックあり定着の長さ

梁内折曲げ定着の投影定着長さ

定着起点 定着起点

図3.2　直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ

 鉄筋

コンクリートの
設計基準強度

Ｆｃ（Ｎ/ｍｍ ）
ａＬ 

18

21

24，27

30，33，36

20d

15d

15d

15d

18

21

15d

15d

15d

15d

21

24，27

鉄筋の

種  類

15d

15d

24，27

30，33，36

20d

20d

20d

15d

20d

20d

20d30，33，36

20d

20d

15d

20d

20d

SD295A

SD295B

SD295A

SD295B

ｂＬ 

SD345

SD390

表3.4　鉄筋の投影定着の長さ

（注）１．Ｌ　 ：梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ。

　　　２．Ｌ　 ：小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ。ｂ

ａ

　　　　　　　 （基礎梁、片持ち梁及び片持ちスラブを含む。）

　　　　　　　 （片持ち小梁及び片持ちスラブを除く。）

　　　３．軽量コンクリートの場合は、表の値に５ｄを加えたものとする。

ａ＝0.5Ｌ ａ≧0.5Ｌ

 カップラー

図5.2　主筋の継手、定着及び余長（その１）

（ｂ）独立基礎で基礎梁にスラブが付かない場合の主筋の継手、定着及び余長は、図5.2による。

（ｃ）独立基礎で基礎梁にスラブが付く場合の主筋の継手、定着及び余長は、図5.3による。

　　  ただし、耐圧スラブが付く場合は、（d）による。

（１）梁筋は、連続端で柱に接する梁筋が同数の時は柱をまたいで引き通すものとし、鉄筋の本数が

　　　異なる場合には、図5.1のように反対側の梁に定着する。外端部や隅部では、折り曲げて定着す

図5.1　梁筋の基礎梁内への定着

（２）梁筋を柱内に定着する場合は、7.1(b)(4)による。

（ａ）一般事項

（注）１．図示のない事項は、7.1による。

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　４．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

図5.3　主筋の継手、定着及び余長（その２）

（注）１．図示のない事項は、7.1による。

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　４．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

5.1　基礎梁

Ｄは、鉄筋の最大外径

柱

梁 梁

 ガス圧接を例で示す

：継手の好ましい位置

ａ≧400mm

ａ≧400mm、かつ、a≧(b+40)mm

（ｄ）連続基礎及びべた基礎の場合の主筋の継手、定着及び余長は、図5.4による。

（１）あばら筋の径および間隔は、構造図による。

（２）あばら筋組立の形及びフックの位置は、7.2(b)による。

　　　ただし、梁の上下端にスラブが付く場合で、かつ、梁せいが1.5m以上の場合は、図5.5による

（ａ）一般事項

図5.5　あばら筋組立の形及びフックの位置

（ｂ）腹筋及び幅止め筋は、7.2による。ただし、梁せいが1.5m以上の場合は構造図による。

（ｃ）あばら筋の割付けは、7.2(c)による。

図5.4　主筋の継手、定着及び余長（その３）

図6.1　柱主筋の継手、定着及び余長

（２）継手、定着及び余長は、図6.1による。

　　　とする。

（ａ）一般事項

　　　ただし、柱頭定着長さＬ　が確保できない場合は、構造図による。

　　　（注）１．柱の四隅にある主筋で、重ね継手の場合及び最上階の柱頭にある

　　　　　　２．隣り合う継手の位置は、表3.2［隣り合う継手の位置］による。

　　　　　　３．継手及び定着は、すべての階に適用できる。

5.2　基礎梁のあばら筋等

（注）１．図示のない事項は、7.1による。

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　４．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

一般の場合 重ね継手とする場合

コンクリート打継ぎ面

構造関係共通図(配筋標準図)　

鉄筋の折曲げ内法直径及びその使用箇所は、表1.1を標準とする。

表1.1　鉄筋の折曲げ内法直径

次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にはフックを付ける。

1.1 鉄筋の加工

2.1 異形鉄筋の末端部

折曲げ

角  度

折曲げ内法直径(D)

Ｄ１６以下
Ｄ１９

～Ｄ３８

ＳＤ２９５Ａ

ＳＤ２９５Ｂ,ＳＤ３４５

  ９０°

  ９０°

  １３５°

  １３５°

  １８０°

４ｄ以上３ｄ以上

及び

Ｄ１９

～Ｄ３８

ＳＤ３９０

５ｄ以上

（幅止め筋）

１．片持ちスラブ先端、壁筋の自由端側の先端で90°フックまたは135°フックを用いる場合は、余

    長は４ｄ以上とする。

折曲げ図

（注）１．Ｌ　,Ｌ  ：フックなし重ね継手の長さ及びフックあり重ね継手の長さ。

　　　２．フックありの場合のＬ　は、図3.1に示すようにフック部分　 を含まない。

（ａ）鉄筋の重ね継手

（１）径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。

（２）鉄筋の重ね継手の長さは、表3.1による。

3.1 継手及び定着

表3.1　鉄筋の重ね継手の長さ

コンクリートの
設計基準強度

Ｆｃ（Ｎ/ｍｍ ）
Ｌ　（フックなし）

18

21

45d

40d

35d

30d

18

21

35d

25d

25d

30d

21

鉄筋の

種  類

25d

35d

50d

45d

40d

35d

50d

45d

40d

35d

30d

30d

35d

35d

SD295A

SD295B

SD345

SD390

２．９０°未満の折曲げの内法直径は特記による。

の場合

の場合

　　　合は５０ｄ以上）と表3.1の重ね継手の長さのうち大きい値とする。

　　             受ける小梁は除く。

          の折曲げは行わない。

小梁及びスラブの上端筋の

　　　　(ⅰ)　全長は表3.3に示す直線定着の長さ以上

（ｂ）柱、梁等の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは、最小かぶり厚さに１０ｍｍを加えた数値を標準とす

　　　る。

      ことができる。

継手 定着

かぶり厚さ

が多い場合

上階の鉄筋

下階の鉄筋

が多い場合

6.1　柱

（１）継手中心位置は、梁上端から500mm以上、1,500mm以下、かつ、3ho/4（hoは柱の内法高さ）以下

　　　　　　　　場合には、フックを付ける。

30，33，36

24，27

30，33，36

24，27

30，33，36

24，27

30，33，36

24，27

30，33，36

　　　３．軽量コンクリートの場合は、表の値に５ｄを加えたものとする。

　　　　(ⅱ)　余長は８ｄ以上

 ガス圧接を例で示す

：継手の好ましい位置

 ガス圧接を例で示す

：継手の好ましい位置

（余長）

二段筋

二段筋

Ｌ

壁

梁

壁

図2.1 末端部にフックを必要とする出隅部の鉄筋（ ● 印）

（１）柱及び梁（基礎梁を除く）の出隅部

（４）帯筋、あばら筋及び幅止め筋

（２）煙突の鉄筋（壁の一部となる場合を含む）

（３）杭基礎のベース筋

 床版  床版
壁

梁柱

ただし、最上階の

柱頭の四隅部は

フックを付ける。

壁

壁

接
継
手

溶

　　　　(ⅲ)　仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さは表3.4に示す長さとする。ただし、梁主筋

　　　　　　　の柱内定着においては、原則として、柱せいの3/4倍以上とする。

１
２

Ｌ　　（フックあり）１ｈ

１ １ｈ

１ｈ

１ｈ１ｈ

２ １ ２
３

１ｈ
３ｈ

２ｈ

１１

３

２

１ １ｈ

２ｈ

３ｈ

２

２ ３

構造関係共通図（配筋標準図その１) S-02
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構造関係共通図３

図7.9　腹筋および幅止め筋

（ｄ）腹筋及び幅止め筋

（１）一般の梁は、図7.9による。

図7.8　あばら筋の割付け（その３）

（注）１．あばら筋は、柱面の位置から割り付ける。

　　　２．図中のP＠、P’＠は、特記されたあばら筋の間隔を示す。

　　　２．　　　　　印は、余長位置を示す。

（ａ）小梁主筋の継手、定着及び余長

（注）１．図示のない事項は、5.1及び7.1に準ずる。

（１）連続小梁の場合は、図7.10による。

（注）１．図示のない場合は、（１）による。

（２）先端に小梁がある場合は、図7.13による。

図7.13　片持梁主筋の定着

　　　３．先端の折曲げの長さＬは、梁せいからかぶり厚さを除いた長さとする。

（ａ）片持梁主筋の定着及び余長

（ｂ）単独小梁の場合は、図7.11による。

　　　２．先端小梁終端部の主筋は、片持梁内に水平定着する。

　　　３．先端小梁の連続端は、片持梁の先端を貫通する通し筋としてよい。

　　　２．　　　　　印は、余長位置を示す。

（注）１．図示のない事項は、5.1及び7.1に準ずる。

（ｃ）あばら筋は、7.2による。

　　　２．　　　　　印は、余長位置を示す。

（注）１．図示のない事項は、7.1による。

（１）先端に小梁のない場合は、図7.12による。

（ｂ）あばら筋は、7.2による。

（１）壁配筋の重ね継手及び定着の長さは、重ね継手長さをＬ　、定着長さをＬ　とする。

（２）幅止め筋は、縦横ともD10-1,000＠程度とする。

１

（注）図中のP＠は、特記された壁筋の間隔を示す。

２

図8.1　壁の配筋

（ａ）一般事項

（ｂ）壁の配筋は表8.1により、種別は構造図による。

（ｃ）片持スラブ形階段を受ける壁の配筋は表8.2により、種別は構造図による。

（３）EW○○、EKW○○、ERW○○の配筋はW○○、KW○○、RW○○に同じで、かぶり厚さ、定着長さ

　　　及び継手長さは、3.1、4.1による。

上端筋

平面 立面

直交する梁へ斜めに定着する場合

7.3　小梁

7.4　片持梁

8.1　壁

（２）腹筋に継手を設ける場合の継手長さは、150mm程度とし、定着長さは図7.6による。

（１）あばら筋の種類、径及び間隔は、構造図による。

（３）幅止め筋及び受け用幅止め筋は、D10-1,000＠程度とする。

（ａ）あばら筋、腹筋及び幅止め筋の一般事項

　　　ただし、L形梁の場合は、（ロ）または（ハ）、T形梁の場合は（ロ）～（ニ）とすることがで

ⅱ.（ロ）の場合　L形ではスラブの付く側、T形では交互とする。

（１）形は、図7.5（イ）とする。

ⅰ.（イ）の場合は交互とする。

ⅲ.（ハ）の場合は床版の付く側を90゜折曲げとする。

（２）フックの位置

（ｂ）あばら筋組立の形及びフックの位置

　　　ただし、腹筋を計算上考慮している場合の継手長さ、定着長さは構造図による。

7.2　あばら筋等

柱

梁 梁

より１サイズ太い鉄筋又は同

吊上げ筋は、一般のあばら筋

径のものを２本重ねたものと

柱

梁 梁

（イ） （ロ） （ハ） （ニ）

腹筋
2-D10

幅止め筋

2-D10

2-D10

2-D10

2-D10

2-D10

600≦Ｄ＜900 900≦Ｄ＜1,200 1,200≦Ｄ＜1,500

小梁外端部

水平断面

小梁連続端部

片持梁

垂直断面

先端小梁 

先端小梁

片持梁

片持梁筋
折下げ

片持梁筋
折下げ

柱

梁

主筋位置

主筋位置

梁

主筋位置主筋位置

表8.1　壁の配筋

断面図　　（mm）種別

D10-150@シングル

W12

W15A

W15B

W18A

W18B

W20A

W20B

D10-100@シングル

D10-200@ダブル

D10-150@ダブル

D10-200@ダブル

D10-150@ダブル

D10-200@シングル

縦筋及び横筋

(注)　壁筋の配筋順序は、規定しない。

表8.2　片持スラブ形階段を受ける壁の配筋

断面図　　（mm）

D13-200@ダブル

D10-200@ダブル

D13-150@ダブル

D10-200@ダブル

(注)　縦筋は，横筋の外側に配筋する。

KW1

KW2

縦筋

横筋

縦筋

横筋

KA1

KA3

KA2

KA4

上下の柱断面寸法が異なる場合，

太い鉄筋又は同径のものを２本重
帯筋は，一般の帯筋より１サイズ

ねたものとする。

梁面より割り付ける。

帯筋

最上階

二段筋

一般階

上端筋

下端筋

図7.3　大梁の重ね継手、定着及び余長

（ｄ）帯筋の割付けは図6.4とし、それ以外の場合は構造図による。

（ｃ）フック及び継手の位置は交互とする。

図6.4　帯筋の割付け

一般の場合

図6.3　帯筋組立の形

（ｂ）帯筋組立の形は図6.3により、適用は構造図による。

（１）Ｈ形の135°曲げのフックが困難な場合は、Ｗ－Ⅰ形とする。

（３）ＳＰ形において、柱頭及び柱脚の端部は1.5巻以上の添巻き行う。

（２）溶接する場合の溶接長さＬは、両面フレア溶接の場合は５ｄ以上、片面フレア溶接の場合は

（注）１．図示のない事項については、一般の場合に同じ。

　　　２．柱に取り付く梁に段差がある場合、帯筋の間隔を1.5P ＠または1.5P ＠とす

　　　　　なお、P ＠　、P ＠は、特記された帯筋の間隔を示す。

（ａ）帯筋の種類及び間隔は、構造図による。

（３）梁筋は、連続端で柱に接する梁筋が同数の時は柱をまたいで引き通すものとし、鉄筋の本数が

（４）梁主筋を柱内に折り曲げて定着する場合は次による。

　　　異なる場合には、図7.1のように反対側の梁に定着する。外端部や隅部では、折り曲げて定着す

（１）継手中心位置は、次による。

　　　上端筋：中央 　o/2以内

図7.1　梁主筋の梁内定着

　　　　上端筋：曲げ降ろす

　　　　下端筋（一般）：原則、曲げ上げる。

　　　　下端筋（ハンチ付き）：原則、曲げ上げる。

　　　下端筋：柱面より梁せい（Ｄ）以上離し、　o/4を加えた範囲以内

（２）継手中央部の位置、定着長さ及び余長は図7.3及び図7.4による。

　　　なお、定着の方法は3.1(b)(2)による。

（ｂ）大梁主筋の継手及び定着の一般事項

（５）梁にハンチをつける場合、その傾斜は構造図による。

（ｃ）ハンチのない場合の重ね継手、定着及び余長は、図7.3による。

（６）段違い梁は、図7.2による。

（注）１．梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合（基礎梁を除く）

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長を示す。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　４．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

（ｂ）柱打増し部

（２）土に接する柱周囲の打増しは図6.2による。

FL

GL

打増し厚さ10mm

（１）梁の上がり下がりは FLを基準とした寸法値とする。

（２）地中梁下の砂利地業厚及び捨てコンクリート地業厚は構造図による。

（３）打増し部分に、スラブ、壁、梁筋等が取り付く場合は、スラブ、壁、梁筋等の定着長さには、

　　　打増し部分を含まない。

図6.2　柱打増し部

（ａ）一般事項

　　　１０ｄ以上とする。

6.2　帯筋

7.1　大梁

打増し厚さ10mm

②Ｗ－Ⅰ形

①Ｈ形

⑤ＳＰ形（スパイラル筋） ⑥丸形

（イ） （ロ）

（イ）

（イ）

（ロ） （ハ）

（ロ） （ハ） （ニ）

注）溶接は、鉄筋の組立前に行う。

（イ） （ロ）

　　　　　る範囲は、その柱に取り付くすべての梁を考慮して適用する。

　　　る。

する。

最上階

二段筋

一般階

外端 連続端

連続端

図7.10　小梁主筋の継手、定着及び余長（その１）

図7.11　小梁主筋の継手、定着及び余長（その２）

　　　　　には、フックを付ける。

（ｄ）ハンチのある場合の定着及び余長は、図7.4による。

図7.4　ハンチのある大梁の定着及び余長

（注）１．梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合（基礎梁を除く）

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長を示す。

　　　３．梁内定着の端部下端筋が接近するときは、　　　　　のように引き通すこと

　　　４．破線は、柱内定着を示す。

　　　５．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

　　　　　には、フックを付ける。

　　　　　ができる。

　　　きる。

（ｃ）あばら筋の割付け

（１）間隔が一様でハンチのない場合は、図7.6による。

図7.5　あばら筋組立の形

図7.6　あばら筋の割付け（その１）

（注）１．あばら筋は、柱面の位置から割り付ける。

（２）間隔が一様でハンチのある場合は、図7.7による。

図7.7　あばら筋の割付け（その２）

（注）１．あばら筋は、柱面の位置から割り付ける。

　　　２．図中のP＠は、特記されたあばら筋の間隔を示す。

　　　２．図中のP＠は、特記されたあばら筋の間隔を示す。

（３）梁の端部で間隔の異なる場合は、図7.8による。

下端筋

最上階一般階

図7.12　片持梁主筋の定着及び余長

種別 縦筋及び横筋

(頭つなぎ梁)

図7.2　段違い梁

２

１ ２

１

（１）打増し部分に、壁、梁及びスラブ等がとりつく場合は、壁、梁及びスラブ筋等の定着長さには、

　　　打増し部分を含まない。

端部 端部

階段の配筋　

種別　　　　(表10.1)

      部分は含まない。

（４）打増し部分に、壁及びスラブ等が取り付く場合は、壁及びスラブ筋等の定着長さには打ち増し
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（２）壁開口部補強の定着長さは、図8.3による。

図8.3　壁開口部補強筋の定着長さ

図8.2　壁の交差部及び端部の配筋

（１）耐震壁を除く壁開口部の補強筋は、Ａ形は表8.3、Ｂ形は表8.4とし、適用は構造図による。

　　　なお、耐震壁の補強筋は、構造図による。

（ａ）壁開口部の補強

（ｂ）コンセントボックス等を壁に埋め込む場合の補強は、構造図による。

表8.3　壁開口部補強筋（Ａ形）

表8.4　壁開口部補強筋（Ｂ形）

（ｄ）壁の交差部及び端部の配筋は、図8.2による。

（３）土間コンクリート補強筋(D0）の配筋及びコンクリート厚さは構造図による。

（５）配筋の割付けは、中央から行い、端部は定められた間隔以下とする。

（６）鉄筋の重ね継手長さは、Ｌ　とする。

表9.1　Ｓ形配筋

図9.1　スラブの配筋

（７）定着長さ及び受け筋は、図9.2による。

図9.3　スラブ筋の定着長さ及び受け筋（その２）

　　　ただし、引き通すことができない場合は、図9.3により梁内に定着する。

片持スラブの配筋は、次による。

（１）片持スラブの配筋（ＣＳ形配筋）は、表9.2並びに図9.4及び図9.5により、配筋種別及び

　　　スラブ厚さは、構造図による。

表9.2　ＣＳ形配筋

（１）スラブ及び土間コンクリートの上がり下がりは、FLを基準とした寸法値とする。

（２）土間スラブ下の砂利地業厚及び捨てコンクリート厚は構造図による。

8.2　壁の補強

9.1　スラブ

9.2　片持スラブ

（４）スラブの配筋（Ｓ形配筋）は表9.1及び図9.1により、配筋種別及びスラブ厚さは、構造図による。

端部（垂直及び水平断面）

1-D13 2-D13

外壁の端部（垂直及び水平断面）

1-D13

1-D13

1-D13 1-D131-D13

1-D13

2-D13

2-D13 4-D13

縦横

補強筋
壁の種別

W18，W20 2-D13

斜め

1-D131-D13

2-D13

W12，W15

縦横

2-D13

4-D13 2-D13

斜め

1-D13

補強筋

開口

配筋

D13-100@S 1

S 2

S 3

S 4

S 5

S 6

同　上

D13-150@

全域

（注）上端筋，下端筋とも同一配筋とする。

種別

 短辺方向（主筋）

全域

 長辺方向（配力筋）

S 7

同　上

同　上

同　上

    D10,D13-150@

D13-100@

D13-150@

D13-150@

D10,D13-150@

D10,D13-150@

D10,D13-150@

D10-150@

一般スラブの場合

（イ） （ロ） （ハ）

長辺方向（配力筋）

短辺方向

短辺方向（主筋）

柱柱

柱 柱

大梁

大
梁

小
梁

長
辺

方
向

図9.2　スラブ筋の定着長さ及び受け筋（その１）

受け筋 (D13)

耐圧スラブの場合

D10,D13-150@

D10,D13-300@

D10-200@

D13-100@

D13-200@

D13-150@

D13-300@

上

下

CS2

CS1

　配筋種別 主筋

CS3

CS4
D10,D13-200@

D10-400@

D10-200@

D10,D13-200@上

下

上

下

上

下

上

下

CS6

CS5

CS7

上

下

上

下

垂れ壁のある場合垂れ壁のない場合

D13(　≦1,000)
 受け筋

先端部補強筋
2-D13

D16(　＞1,000)

配力筋
主筋

2-D13

2-D13

１ｎ 本

２ｎ 本

(   )本
２ｎ 

２

(   )本
１ｎ 

２

5－D10（　=1,500）

5－D10（　=1,500）

中間部

D13

スラブ筋と同径，

同材質，同間隔

端部

D10-300@

t

配筋種別 KA1

配筋図

配筋種別

KA2

KA4KA3

D10-300@

t

D13
D13

D10-300@

D13
2-D13

D13

D10-300@

t

t D13配筋図

上端筋、下端筋とも（全域）配筋種別

KB2

KB1

KB3

KB4

KB5

KB6

KB7 D16-100@

D16-125@

D16-150@

    D13,D16-150@

D13-100@
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D13-200@

D10-300@

D10

D10-300@

D10-200@

t

t

 D10

D13
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図9.4　片持スラブの配筋（ＣＳ１からＣＳ５）

（注）１．先端の折り曲げ長さＬは、スラブ厚さよりかぶり厚さを除いた長さとする。

（注）１．先端の折り曲げ長さＬは、スラブ厚さよりかぶり厚さを除いた長さとする。

図9.5　片持スラブの配筋（ＣＳ６及びＣＳ７）

（２）先端に壁が付く場合の配筋は、図9.6による。

図9.6　先端に壁が付く場合の配筋

（i） 補強の配筋は構造図により、配筋方法は、図9.7による。

（ii）出隅受け部分（図9.7の斜線部分）の補強筋は構造図による。

（３）出隅部

　　　を避けて配筋できる場合は、補強を省略することができる。

（ii）スラブ開口の最大径が両方向の配筋間隔以下で、鉄筋を緩やかに曲げることにより、開口部

　　  屋根スラブの出隅及び入隅部分には、図9.9により、補強筋を上端筋の下側に配置する。

（ｂ）屋根スラブの補強

図9.8　スラブ開口部の補強配筋

（i）スラブ開口の最大径が700mm以下の場合は、図9.8により開口によって切られる鉄筋と同量の

　　 鉄筋で周囲を補強し、隅角部に斜め方向に2-D13（　 = 2Ｌ  ）シングルを上下筋の内側に

（ａ）スラブ開口部の補強

スラブ開口部の補強は、特記による。

１

　　  基礎梁とスラブを一体打ちとしないで、打継ぎを設ける場合の補強は図9.10による。

  　　ただし、土間スラブとは、土に接するスラブでＳ形の配筋によるものをいう。

（ｃ）土間スラブの打継ぎ補強

　　  土間コンクリートの補強筋は、構造図による。なお、基礎梁との接合部は、図9.11による。

（ｄ）土間コンクリートの補強

図9.10　打継ぎ補強配筋

（注）ａ≦300の場合

図9.11　土間コンクリートと基礎梁との接合部配筋

片持スラブ形階段の配筋は、表10.1及び図10.1により、寸法及び配筋種別は、構造図による。

表10.1　片持スラブ形階段の配筋

図10.1　片持スラブ形階段配筋の定着

（注）１．壁配筋は、8.1（ｃ）による。

　　　２．階段主筋は、壁の中心線を越えてから縦に下ろす。

　　　３．スラブ配力筋の継手及び定着の長さは、表3.3

　　　　［鉄筋の定着の長さ］のＬ　とする。

二辺固定スラブ形階段の配筋は表10.2並びに図10.2及び図10.3により、寸法及び配筋種別は、構造図

表10.2　二辺固定スラブ形配筋

図10.2　二辺固定スラブ形階段配筋（その１）

図10.3　二辺固定スラブ形階段配筋（その２）

（注）下図の場合にも二辺固定スラブ形階段配筋を準用する。

9.3　スラブ等の補強

10.1　片持スラブ形階段

10.2　二辺固定スラブ形階段

     配筋する。

による。

t

図9.7　片持ちスラブ出隅部の補強配筋

図9.9　出隅及び入隅部の補強配筋
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RG4

2G4

2
5
0

2
5
0

250

500

250

スパイラル筋

６φ－＠５０直径５０

（新設壁）NW15

250

250125

125

W15D

６φ－＠５０直径５０

スパイラル筋

（新設壁）

（既存壁）

６φ－＠５０直径５０

スパイラル筋250125

250

125

1,000 2,000

6,000

既存開口部

６φ－＠５０直径５０

500

250 250

2,000

既存開口部

500

250 250

1
5
0

開口閉塞リスト

ＮＷ１５

新

設

存

既

Ｗ１５Ｄ

開口閉塞要領

凡
　
　
例

8
5
0

150

250 250

6
0
0

2G5

2FL

1
,
7
6
0

7
9
0

2
4
0

5
5
0

1
2
5

2
5
0

既
存

開
口

部

（新設壁）

グ
ラ

ウ
ト

材
圧

入
範

囲

RFL

RG4

NW15

2
5
0

1
2
5

開口閉塞改修詳細図

NW15

300

250 50

（既存壁）

2C2 2C2

200 200200 200

Ｂ Ｃ

1C2
1C2

2C22C2

2
0
0

2
0
0

１

既存はつり出し開口周囲２００
片面フレア溶接Ｌ＝１０ｄ

６φ－＠５０直径５０

W15D

割裂補強筋

片面フレア溶接
Ｌ＝１０ｄ

片面フレア溶接
Ｌ＝１０ｄ

片面フレア溶接
Ｌ＝１０ｄ5

0
0

開口閉塞範囲

割裂補強筋

６φ－＠５０直径５０

割裂補強筋
６φ－＠５０直径５０

割裂補強筋

６φ－＠５０直径５０
割裂補強筋

片面フレア溶接
Ｌ＝１０ｄ

500

S-13
S:1/20

1
0
0

2
5
0

2
0
0

６φ－＠５０直径５０
割裂補強筋

６φ－＠５０直径５０
割裂補強筋

（
上

部
の

み
）

グ
ラ

ウ
ト

材
圧

入
範

囲

片面フレア溶接
Ｌ＝１０ｄ

2
0
0

北　海　道　労　働　局　総　務　部

（工事名）釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



北海道労働局総務部



Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

４

Ｆ５

Ｆ

４

５

２Ｆ

２Ｆ

３

２

２Ｆ Ｅ

２Ｆ Ｅ

Ｃ

記　号 記　号

Ｆ　Ｅ２

３Ｆ　Ｅ

  電 気 設 備 工 事 共 通 図

　次の図示記号は、標準図の図示記号を読み替えるものとする。

　　１）ケーブル配線でＥを付したものは、接地線としてケーブル心線を１心追加する。

　　１）ＥＭーＩＥ電線は、「ＥＭーＩＥ」を省略する。

　　２）ＥＭケーブルは、「ＥＭ-」を省略する。

　ＥＭ（環境配慮型）電線類の図示について

　　１）図示記号の（１６）、（２２）及び（２８）は、ＰＦ管とし、（１９）、（２５）、

　　　　（３１）･･･及び（７５）は、ねじ無し電線管とする。

　電線管の図示について

Ⅰ．図示記号（１） Ⅲ．接地極

Ⅳ．機器標準取付高さ
　機器等の取付高さは、各図に特記なき場合、次による。

　接地極上端の埋設深さは、０．９ｍ以上とする。

Ⅱ．図示記号（２）
次の図示記号を定める。

二重床内配線

機器類結線

記　号 記　号

積算計器

引込開閉器

分電盤

制御盤（壁掛形）

開閉器箱

制御用スイッチ

端子盤（室内）

集合保安器箱

親時計（壁掛形）

子時計

壁付発信機及び壁付押ボタン

スピーカ

アッテネータ

情報表示盤

ベル、ブザー及びチャイム

外部受付用インターホン

壁付インターホン

壁付呼出ボタン

同上　プルスイッチ

機器収納箱

液化石油ガス用検知器

直列ユニット及びテレビ端子

受信機及び副受信機

警報ベル

機器収納箱及び発信機

表示灯

壁付アウトレット　（一般）

　　　　〃　　　　（和室）

スイッチ　　　　（一般）

　　〃　　　　　（多機能トイレ）

コンセント　　　（一般）

　　〃　　　　　（和室）

　　〃　　　　　（台上）

　　〃　　　　　（土間）

　　〃　　　　　（車椅子用）

ブラケット　　　（一般）

　　〃　　　　　（踊場）

　　〃　　　　　（鏡上）

1,800　～　2,000

1,800　～　2,200

 1,500（上端1,900以下）

1,300

1,100

　300

 800　～　1,300

500　～　900

150　～　200

　150

 1,500（上端1,900以下）

　300

　150

　300

　200

2,300

2,100　～　2,300

2,000　～　2,500

　150

 1,500（上端1,900以下）

1,500

1,300

2,300

1,300

2,300

1,300

1,300

2,300

2,100

400　～　800

　100

　200

　300

2,300

 800　～　1,500

 800　～　1,500

地　上　～　窓中心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

台　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

鏡上端　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　下　端

天井下　～　上　端

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　紐下端

天井下　～　上　端

　標　準　図　に　よ　る　。

床　上　～　操作部

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　中　心

床　上　～　上　端

　壁付アウトレットと同じとする。

取付け高さ〔mm〕　　　名　　称 測　点

電力共通

電　灯

動　力

通信共通

構内交換

時計

拡声

表示

誘導支援

テレビ

共同受信

火災報知

　　　　Ω以下

　　１０Ω以下

　　１０Ω以下

　　　　Ω以下

　　１０Ω以下

　１００Ω以下

　　　　Ω以下

　　１０Ω以下

　　１０Ω以下

　　１０Ω以下

　１００Ω以下

　１００Ω以下

　　　　Ω以下

共同接地

共同接地

A種

B種

C種

D種

高圧避雷用

交換機用

　種

通信用

通信用

電話引込口の保安器

測定用

　接地極の規格及び数量は次による。

  接地の種類   接地抵抗値 　　　　　接地極の規格及び数量　記　号

Ｅ

Ｅ  A･C･D

  A･B･C･D

  A

  B

  C

  D

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

  t

  LH

  At

  Dt

  Ｌt

  0

EB（D＝14,L=1,500又はW=40,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝14,L=1,500又はW=40,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝14,L=1,500又はW=40,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝14,L=1,500又はW=40,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝10,L=1,500又はW=30,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝14,L=1,500又はW=40,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝10,L=1,000又はW=30,L=900）×1

EB（D＝14,L=1,500又はW=40,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝14,L=1,500又はW=40,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝14,L=1,500又はW=40,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝14,L=1,500又はW=40,L=1,200）×3連～ 1組

EB（D＝10,L=1,000又はW=30,L=900）×1

EB（D＝10,L=1,000又はW=30,L=900）×1

１．６×２（１６）

１．６×３（１６）

１．６×４（１６）

１．６×２＋（接地）１．６×１（１６）

１．６×３＋（接地）１．６×１（１６）

１．６×４＋（接地）１．６×１（１６）

２．０×２＋（接地）１．６×１（１６）

２．０×４＋（接地）１．６×１（２２）

２．０×６＋（接地）１．６×１（２２）

空　（１６）

記　号 記　号　　名　　称

ＥＥＦ１．６ー２Ｃ×２

ＥＥＦ１．６ー２Ｃ＋２．０－３Ｃ

　　名　　称

ＥＥＦ２．０ー２Ｃ＋２．０－３Ｃ

ＥＥＦ２．０ー２Ｃ×２

ＥＥＦ２．０ー３Ｃ〔うち１心は接地線〕

ＥＥＦ２．０ー２Ｃ×２〔うち１心は接地線〕

ＥＥＦ１．６ー３Ｃ〔うち１心は接地線〕

ＥＥＦ１．６ー２Ｃ×２〔うち１心は接地線〕

床付コンセント（上下動形）

 リング付）とする。

床付コンセント（内部固定形）

 リング付）とする。

床付コンセント（外部固定形）

 リング付）とする。

床付電話用アウトレット（上下動形）

 リング付）とする。

壁付電話用アウトレット

（モジュラ６極４心×１）

　　名　　称 　　名　　称

　　２）図示記号の（Ｇ１６ＨＤＺ）、（Ｇ２２ＨＤＺ）、（Ｇ２８ＨＤＺ）･･･及び（Ｇ５４

　　　　ＨＤＺ）は、厚鋼電線管に溶融亜鉛めっきを施したものとする。

　　　　なお、溶融亜鉛めっき付着量は、３００ｇ／㎡以上とする。

　　ケーブル種別・サイズ等

ＡＥ０．９－２Ｃ

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＡＥ１．２－３Ｃ

ＡＥ１．２－２Ｃ（１６）

ＨＰ１．２－２Ｃ

ＨＰ１．２－３Ｐ

ＨＰ１．２－２Ｃ（１６）

Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

空　（ＭＭ２Ａ）

既設壁　はつり補修

はり貫通用スリーブ　サイズは傍記よる。

突き出し　（1９）

防滴プレート付スイッチ

軟質シリコン樹脂カバー付スイッチ

熱線式自動スイッチ　１５Ａ（切・自動・連続）　

扉付コンセント（２Ｐ１５Ａ×１，ＥＴ付）

※抜止め形又はその他の口数は傍記による。

ＯＡ用モジュラコンセント（マグネット付）

（配線等と機器類との結線を本工事で行う。）

硬質単体プレート付スイッチ

ＯＡ用テーブルタップ（マグネット付）

※その他の口数は傍記による。

ＤＳスイッチ（別途）

モータダンパ（別途）

　　名　　称

０.９ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ３

ＡＥ（１６）

ＨＰ

ＨＰ３Ｐ

ＨＰ（１６）

ＴＶ７

ＴＶ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

（19）

ＷＰ（Ｂ）

ＷＰ（Ｃ）

ＷＰ（Ａ）

ＳＬ

ＥＴ
Ｓ

ＯＡ

ＯＡ

Ｍ
（図中の実線丸を示す。）

ＭＤ

ＤＳ

（Ｊ、２Ｊ）

Ｊ
(２､２Ｅ･･･)

(２､２Ｅ･･･)

(２､２Ｅ･･･)

 ップを含む。）
（６極４心×１、樹脂製ケーブル引出しキャ

 ケーブル引出しキャップを含む。）
（２Ｐ１５Ａ･Ｅ付×４、ケーブル長３ｍ、

 フロアプレートは水平高低調整付（空転防止
（２Ｐ１５Ａ×２、２Ｐ１５Ａ接地極付×２）

 フロアプレートは水平高低調整付（空転防止

 フロアプレートは水平高低調整付（空転防止
（２Ｐ１５Ａ×２、２Ｐ１５Ａ接地極付×２）

（２Ｐ１５Ａ×２、２Ｐ１５Ａ接地極付×２）

 フロアプレートは水平高低調整付（空転防止
（モジュラ６極４心×１、同左×２）

１．６×２＋

１．６×３＋

１．６×４＋        （接地）１．６×１（ＭＭ２Ａ）

        （接地）１．６×１（ＭＭ２Ａ）

        （接地）１．６×１（ＭＭ２Ａ）

電気設備工事共通図

北　海　道　労　働　局　総　務　部
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釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



S=1/100

2
05

20
5

1,800

注記)1.    印は､一時取外しを示す。(取)

     2.薄線は､既設のままとする。

(再)

2
05

20
5

30
0

18
,
00

0

更衣室

相談室

DS

事務室

署長室

吹抜

会議室

書 庫

準備室

身障者用
便所

女子便所

風除室

ﾎｰﾙ

男子更衣室

女子更衣室

喫煙室

ﾎﾟｰﾁ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

2
05

20
5

30
0

2
05

20
5

1,800

Ｙ１

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ４

Ｙ２

会議室

書 庫

準備室

身障者用
便所

女子便所

風除室

ﾎﾟｰﾁ

ﾎｰﾙ

男子更衣室

女子更衣室

喫煙室

更衣室

相談室

DS

事務室

署長室

吹抜

倉 庫 倉 庫

Ｙ３

給湯室

(取)

～

階段

1台

～ 1台

給湯室

給湯室

(再)

電灯分岐設備 2階配線図(撤去)  S=1/100 電灯分岐設備 2階配線図(改設)  S=1/100

電灯分岐設備 1階配線図(撤去)  S=1/100 電灯分岐設備 1階配線図(改設)  S=1/100

電灯分岐設備 1・2階配線図(撤去･改設)

HF32W×1 埋込型(取外し)

HF32W×1 埋込型(取外し)

FL40W×1 反射笠付(ﾊﾟｲﾌﾟ吊)(撤去)

機械室

男子便所

～

～

～ 1台

機械室

男子便所

～

～

～ 1台

階段

給湯室

～ 1台

S SS S
N

照明制御装置　子機

S

S

N

N

照明制御装置　(DS1-N)

IV1.6× 2 (E19)

〈凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

標準図以外は下記による

照明制御装置　子機

S

S

N

N

照明制御装置　(DS1-N)

〈凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

標準図以外は下記による

MA MM1-A用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ+立上MM1-A保護

男子便所

男子便所

N

(取) (取)

(取)

N NN

(再) (再)

(再)

HF32W×1 埋込型(再取付)

HF32W×1 埋込型(再取付)

IE1.6× 3 (MM2-A)

注記)1.    印は､再取付を示す。

～ 3台

FSR2-321 PN (線ぴ取付)(新設)

FSR2-322 PN (線ぴ取付)(新設)

倉 庫

3台～FSR2-321 PN (新設)

1台

2台

FL40W×1 反射笠付(ﾊﾟｲﾌﾟ吊)(撤去)

倉 庫

3台～

1台

2台

FL40W×2 反射笠付(ﾊﾟｲﾌﾟ吊)(撤去)

HF32W×1 反射笠付(撤去)

MM2-A

(機械室)
(機械室)

既設露出ﾎﾞｯｸｽよりIE1.6×2 (E19) 

H=3,000

2L-L 2L-L

1L-L1L-L

H=3,500

F2

F2 MA

LSS1-3150LM

     2.薄線は､既設のままとする。

     3.天井隠ぺい配管は電線のみ撤去とする。

18
,
00

0

6,
0
00

6
,0

0
0

6,
00

0

8,100 7,200

15,300

18
,
00

0

6,
0
00

6
,0
0
0

6,
00

0

18
,
00

0

6,
0
00

6
,0
0
0

6,
00

0

18
,
00

0

6,
0
00

6
,0

0
0

6,
00

0

8,100 7,200

15,300

北　海　道　労　働　局　総　務　部
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釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事
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北海道労働局総務部



Ｓ=1/100

GV-250×250 1

Q=450 m3/h

機　器　名記　号 仕　　　　様 数 量 備　　考系　　統

天吊型１１００ｍ３／ｈ　×１１０ｐａ、　　１φ１００Ｖ　０．１５ｋｗ、斜　流　送　風　機ＦＥ－１ １男子便所　排気用

FE

1

FE

1

男子便所

振れ止め支持金具断面図  S=1/20

ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ

吊り用ﾎﾞﾙﾄM10×4本

既設吊りﾎﾞﾙﾄ×4本

160 175

会議室

書 庫

倉 庫

準備室

風除室

ﾎｰﾙ

男子更衣室

女子更衣室

喫煙室
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2
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Ｙ２
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Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

VD 150φ

200×150
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VD
250×150

500×300
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250φ
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VD
VD
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身障者用
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女子便所

（機械室）

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙM9（ﾊﾟｲﾌﾟ式）×4個

改設 1階平面図  S=1/100

天吊型３００ｍ３／ｈ　　×　４０ｐａ、　　１φ１００Ｖ　０．１ｋｗ、斜　流　送　風　機ＦＳ－２ ３事務室　給気用

機　器　名記　号 仕　　　　様 数 量 備　　考系　　統

天吊型６５０ｍ３／ｈ　　×　９０ｐａ、　　１φ１００Ｖ　０．１ｋｗ、斜　流　送　風　機ＦＥ－２ １湯沸室　排気用

▽RFL

▽天井
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200×150

形鋼振れ止め支持

改設 2階平面図  S=1/100

2

給湯室

吊り用ﾎﾞﾙﾄM10×4本

ｱﾝｶｰ金物M10×4個

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙM9（ﾊﾟｲﾌﾟ式）×4個

既設吊りﾎﾞﾙﾄ×4本

振れ止め支持金具断面図  S=1/20

2

FS

×3

事務室

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙM9（ﾊﾟｲﾌﾟ式）×4個

吊り用ﾎﾞﾙﾄM10×4本

既設吊りﾎﾞﾙﾄ×4本

振れ止め支持金具断面図  S=1/20

▽天井

▽RFL

65
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00

0

▽天井

梁

95
0

形鋼振れ止め支持断面図  S=1/20

ﾀﾞｸﾄ　
450×250H

　　吸込口

男子便所

<取外、再取付>

改設 空調・換気設備　１・２階平面図

1,
00

0

▽天井

▽RFL

1以上

2(斜材取付角度）

1以上

2(斜材取付角度）

1以上

2

形鋼振れ止め支持
L-40×40×5　

530

530W×950H、L-40×40×5　

既　設　機 器 表 既　設　機 器 表 
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2
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2
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1

注記）・太線部分を撤去・改設の対象とする。（全図共通）

　　　・FE-1、FE-2、FS-2に振れ止め金物を設置する。

ﾀﾞｸﾄ部の保温の撤去・改設含む
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北　海　道　労　働　局　総　務　部

釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事



建設工事請負契約書（案） 

１ 工 事 名  釧路労働基準監督署耐震改修１７（建築その他）工事 

２ 工 事 場 所  釧路市柏木町２－１２ 

３ 工   期  自  平成２９年  月  日 

         至  平成３０年 ３月１５日 

          

４ 請負代金額              円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）       円 

５ 契約保証金 免除とする。 

 

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の

条項によって公正な請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊

の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日

本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。

以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡

すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」

という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責

任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければなら

ない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定め

がある場合を除き、計量法(平成４年法律第５１号)に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及

び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とす

る。 

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての

行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契

約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、

受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行

わなければならない。 

 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が

施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものと

する。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な

施工に協力しなければならない。 

 

 



(請負代金内訳書及び工程表) 

第３条 受注者は、この契約締結後１４日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内

訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 

３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履

行保証証券による保証（瑕疵担保特約を付したものに限る。）を付さなければならない。 

２ 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の１０分の１以上としなければならない。 

３ 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の１０分の１に達する

まで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求す

ることができる。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第１３条第２項

の規定による検査に合格したもの及び第３７条第３項の規定による部分払のための確認を受け

たものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただ

し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発

揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 
なお、やむを得ず再委託する場合には、事前に監督職員に協議し、その承認を受けなければ

ならない。 
２ 再受託者の行為について、受注者はすべての責任を負うものとし、本工事の契約を準用して

再受託者と約定しなければならない。 

 

（下請負人の通知） 

第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求す

ることができる。 

 

第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法(昭和２４年法律

第１００号)第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社

会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。 

一 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

二 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

三 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区別に応じて、当該各号

に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 

 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 

  イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合そ 

   の他の特別の事情があると発注者が認める場合 

  ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、 

   当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を、受注者が発注者に 

   提出した場合 

 二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 



  イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合そ 

   の他の特別の事情があると発注者が認める場合 

  ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から３０日（発注者が、 

   受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、 

   当該機関を延長したときは、その延長後の期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者 

   に提出した場合 

３ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定

める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 一 社会保険等未加入建設業者が前項第１号に掲げる下請負人である場合において、同号イに 

  定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認 

  書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の 

  最終の請負代金額の１０分の１に相当する額 

 二 社会保険等未加入建設業者が前項第２号に掲げる下請負人である場合において、同号イに 

  定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を 

  提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最 

  終の請負代金額の１００分の５に相当する額 

 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され

る第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用

するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工

事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がな

く、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要

した費用を負担しなければならない。 

 

（監督員） 

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督

員を変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事

項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、

次に掲げる権限を有する。 

 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細

図等の承諾 

 三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しく

は検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監

督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときに

あっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければなら

ない。 

５ 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除

については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合にお

いては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

６ 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第１０条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところ

により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更し



たときも同様とする。 

 一 現場代理人 

 二 主任技術者 

 三 専門技術者（建築業法第２６条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、

請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第１２条第１項の請求の受理、同条第３項の決

定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を

行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人

について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら

行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければ

ならない。 

５ 現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

 

（履行報告） 

第１１条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告し

なければならない。 

 

(工事関係者に関する措置請求) 

第１２条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者（監理技術者）又は専門技術者と兼任

する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められ

るときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請

求することができる。 

２ 発注者又は監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼

任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工

事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その

理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ

の結果を請求を受けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならない。 

 

（工事材料の品質及び検査等） 

第１３条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が

明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受け

て使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなけれ

ばならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者からの前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応

じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出し

てはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料につ

いては、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

 



（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第１４条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査

を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検

査に合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、

当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本

又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするとき

は、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求

があった時は、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請

求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、そ

の後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査

を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合

において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見

本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７

日以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整

備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

 

（支給材料及び貸与品） 

第１５条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機

械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期

は、設計図書に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担

において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査

の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注

者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第２項の検

査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、そ

の旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要が

あると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品

を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、

又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなけれ

ばならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、

数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金

額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用と

なった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が

不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、

又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 



11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図面に明示されていないときは、監督員の

指示に従わなければならない。 

 

（工事用地の確保等） 

第１６条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下

「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがある

ときは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事

用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人

の所有又は管理するこれらの物件も含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとと

もに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は

工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件

を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受

注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、

発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見

を聴いて定める。 

 

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第１７条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造

を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督

員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要に応じ

て工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し

なければならない。 

２ 監督員は、受注者が第１３条第２項又は第１４条第１項から第３項までの規定に違反した疑

いがあるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当

の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知

して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

（条件変更等） 

第１８条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したとき

は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの

優先順位が定められている場合を除く。）。 

 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

 三 設計図書の表示が明確でないこと。 

 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人

為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じ

たこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見し

たときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会

いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を支持する必要が

あるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内に、その結果を受注者

に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるとき



は、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められ

るときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

 一 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは発

注者が行う。 

 二 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わない

ものは発注者が行う。 

 三 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの

は発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 

 

（設計図書の変更） 

第１９条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設

計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるとき

は工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し

なければならない。 

 

（工事の中止） 

第２０条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、

落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって

受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の

状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中

止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならな

い。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、工事の中止内容を受注

者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を

維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止

に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。 

 

（受注者の請求による工期の延長） 

第２１条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者

の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その

理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、工期

を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による

場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第２２条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受

注者に請求することができる。 

２ 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由が

あるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求す

ることができる。 



３ 発注者は前２項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（工期の変更方法） 

第２３条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第２１条の場合にあっては発注者が

工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から

７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通

知することができる。 

 

（請負代金額の変更方法等） 

第２４条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開

始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しな

い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者

が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第２５条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から１２月を経過した後に日本国内

における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相

手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代

金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条にお

いて同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事

代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の

１０００分の１５を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に

基づき発注者と受注者とが協議して定める。 

ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受

注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うこと

ができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づ

く請負代金額変更の基準とした日」とする。 

５ 特別な要因により工期内に必要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請

負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金

額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーシ

ョン又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注

者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、

受注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に

通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は

受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、



発注者に通知することができる。 

 

（臨機の措置） 

第２６条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければ

ならない。この場合において、必要があると認められるときは、受注者は、あらかじめ監督員

の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでな

い。 

２ 前項の場合においては、受注者は、措置した内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨

機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した

費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分

については、発注者が負担する。 

 

（一般的損害） 

第２７条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の

施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第２９条第１項に規定する損害を除

く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第５１条第１項の規定に

より付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由によ

り生じたものについては、発注者が負担する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第２８条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、その損害（第４８条第１項の規定により付された保険等によりてん補

された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じ

たものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈

下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担し

なければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義

務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注

者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。 

 

（不可抗力による損害） 

第２９条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基

準を超えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下こ

の条において「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工

事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその

状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者

が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第４８条第１項の規定により付され

た保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認

し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注

者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該

損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であ

って第１３条第２項、第１４条第１項若しくは第２項又は第３７条第３項の規定による検査、

立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）



及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において「損害合計額」という。）

のうち請負代金額の１００分の１を超える額を負担しなければならない。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定

する。 

 一 工事目的物に関する損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある

場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

 二 工事材料に関する損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金

額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で

償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償

却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、

修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力によ

る損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、

「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累

計」と、「請負代金額の１００分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の１００分の１を超

える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 

 

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第３０条 発注者は、第８条、第１５条、第１７条から第２２条まで、第２５条から第２７条ま

で、前条又は第３３条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に

おいて、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計

図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者と

が協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者

が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけ

ればならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生

じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、

発注者に通知することができる。 

 

（検査及び引渡し） 

第３１条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１４日以内に受注者

の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、

当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があ

ると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査す

ることができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを

申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支

払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該

請求に直ちに応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けな

ければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前５項の規定を適

用する。 

 

 



（請負代金の支払い） 

第３２条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項

において同じ。）の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から４０日以内に請負代

金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期

限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約

定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期

間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了し

たものとみなす。 

 

（部分使用） 

第３３条 発注者は、第３１条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物

の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけ

ればならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に

損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 

（前金払及び中間前金払） 

第３４条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７年法律第１８４号)第２

条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記載の工事完成

の時期を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、

その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の４以内の前払金の支払いを発注者に

請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４日以内に前払金

を支払わなければならない。 

３ 受注者は、第１項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関

する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の２以内の中

間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 

４ 第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の１０

分の４（第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは１０分の６）から受領済

みの前払金額（中間前払い金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次

条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払いを受け

ているときは、中間前払金を含む。以下この条から第３６条までにおいて同じ。）の支払いを請

求することができる。この場合においては、第２項の規定を準用する。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請

負代金額の１０分の５（第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは１０分の

６）を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から３０日以内にその超過額を返

還しなければならない。 

７ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当

であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、 

請負代金額が減額された日から３０日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者

に通知する。 

８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき

同項の期間を超過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の

支払遅延防止等に関する法律第８条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息

の支払いを受注者に対して請求することができる。 



 

（保証契約の変更） 

第３５条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払

いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託し

なければならない。 

２ 受注者は、前条に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変

更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその

旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 

（前払金の使用等） 

第３６条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（こ

の工事において償却される割合に相当する額に限る。）動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労

働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはなら

ない。 

 

（部分払） 

第３７条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料（第１

３条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監

督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに

限る。）に相応する請負代金相当額の１０分の９以内の額について、次項から第７項までに定

めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中１回を超え

ることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は

工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から１４日以内に、受注者の立会いの

上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を

受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められると

きは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この

場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から１４日以内に部分払金を支払わなければ

ならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発

注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から１０日以内に

協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／１０－前払金額／請負代金額） 

 

（部分引渡し） 

第３８条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受け

るべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の

工事が完了したときについては、第３１条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、

「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第３２条中「請

負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第３２条第１項の規定により請求することができる部分引渡し

に係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負

代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用さ

れる第３２条第１項の請求を受けた日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定

め、受注者に通知する。 



部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×（1－前払金額／請負代

金額） 

 

（第三者による代理受領） 

第３９条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理

人とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出す

る支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三

者に対して第３２条（第３８条において準用する場合を含む。）又は第３７条の規定に基づく支

払いをしなければならない。 

 

（前払金等の不払いに対する工事中止） 

第４０条 受注者は、発注者が第３４条、第３７条又は第３８条において準用される第３２条の

規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払

いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合におい

ては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければな

らない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を

維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止

に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。 

 

（瑕疵担保） 

第４１条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその

瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができ

る。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、

修補を請求することができない。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第３１条第４項又は第５項（第３８条

においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から２年以内に

行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合に

は、請求を行うことのできる期間は１０年とする。 

３ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にかか

わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をする

ことはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 

４ 発注者は、工事目的物が第１項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第２項に定める期間

内で、かつ、その滅失又はき損の日から６月以内に第１項の権利を行使しなければならない。 

５ 第１項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図によ

り生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第４２条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合にお

いては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、

遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条の規定により財務大臣が定め

る率で計算した額とする。 

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第３２条第２項（第３８条において準用する場合を含

む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅



延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条の規定により財務大臣が定める率

で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 

（公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第４３条 第４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証

券による保証が付された場合において、受注者が次条第１項各号のいずれかに該当するときは、

発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定

し、工事を完成させるよう請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者（以下この条に

おいて「代替履行業者」という。）から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受

注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利

及び義務を承継させる。 

一 請負代金債権（前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金とし

て受注者に既に支払われたものを除く。） 

二 工事完成債務 

三 瑕疵担保債務（受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。） 

四 解除権 

五 その他この契約に係る一切の権利及び義務（第２８条の規定により受注者が施工した工事

に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。） 

３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定

する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 

４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定

に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注

者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生じ

る違約金等を含む。）は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 

 

（発注者の解除権） 

第４４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工

事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 

三 第１０条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

四 第３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達すること

ができないと認められるとき。 

五 第４６条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

六 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお

いて同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下こ

の号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）で

あると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認め

られるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接



的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホま

でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契

約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者

に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

七 受注者が提出した保険料納付に係る申立書に虚偽の内容が認められたとき。 

八 受注者が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽 

 があったことが判明したとき。 

九 受注者またはその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、 

 送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 

十 第３項の規定による報告を行わなかったとき。 

２ 受注者は、第１項第８号又は第９号の事実（再委託に係るものを含む。）を知った場合には、

速やかに発注者に報告しなければならない。 

 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第４４条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の１０分

１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債 

  務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第 

  ７５号）の規定により専任された破産管財人 

 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律 

  第１５４号）の規定により選任された管財人 

 三 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法 

  律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第一項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）において、第 

 ４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注

者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当することができる。 

 

（発注者の任意解除権） 

第４５条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第１項の規定によるほか、必要があると

きは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 

（受注者の解除権） 

第４６条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

一 第１９条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

二 第２０条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５が６

月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一

部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないと

き。 

三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 



２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損

害の賠償を発注者に請求することができる。 

 

（解除に伴う措置） 

第４７条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査

に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを

受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければ

ならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者

に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第３４条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該

前払金の額及び中間前払金の額（第３７条の規定による部分払をしているときは、その部分払

において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応す

る請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお

余剰があるときは、受注者は、解除が第４４条の規定又は第４４条の２第２項の規定によると

きにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応

じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条の規定により財務大臣が定める率で計算した

額の利息を付した額を、解除が前２条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返

還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部

分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。こ

の場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、

又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは

原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者

に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅

失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損

害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工

事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含

む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付

けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は

工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件

を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受

注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、

発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、こ

の契約の解除が第４４条又は第４４条の２第２項の規定によるときは発注者が定め、前２条の

規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及

び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見

を聴いて定めるものとする。 

 

（火災保険等） 

第４８条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等

を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを

含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを

直ちに発注者に提示しなければならない。 



３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、

直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

 

（法令遵守） 

第４９条 受注者は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。 

 

（あっせん又は調停） 

第５０条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わ

なかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者

と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による北海道建設工

事紛争審査会（以下次条において「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者（監理技術者）、

専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施

工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第１２条第３項の

規定により発注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により受注者が決定を行った後、

又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後で

なければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

 

（仲裁） 

第５１条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛

争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、

審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第５２条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報

告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 

  ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

 

（補則） 

第５２条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定

める。 

 

 

 上記契約締結の証として本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

  発注者 住 所  札幌市北区北８条西２丁目１－１ 

                    氏 名 支出負担行為担当官 

北海道労働局総務部長 山田 航 

 

   

 

受注者 住 所   

                    氏 名   

 


